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Abstract
Background Using a 1-year prospective design, we examined the association of organizational justice (i.e., procedural justice and
interactional justice) with refraining from seeking medical care (RSMC) among Japanese employees.
Methods We surveyed 2695 employees (1994 men and 701 women) from two factories of a manufacturing company in Japan. A
self-administered questionnaire comprising scales for measuring organizational justice (Organizational Justice Questionnaire)
and potential confounders (i.e., demographic and socioeconomic characteristics as well as health-related behaviors) was admin-
istered at baseline (from April to June 2011). At 1-year follow-up (from April to June 2012), a single-item question was used to
measure RSMC during the follow-up period. Multiple logistic regression analysis was conducted by gender.
Results After adjusting for potential confounders, low procedural justice and low interactional justice at baseline were found to be
significantly associated with higher odds of RSMC during the 1-year follow-up for male employees (odds ratio = 1.33 [95%
confidence interval = 1.16–1.52], p < 0.001 and 1.15 [95% confidence interval = 1.02–1.29], p = 0.019, respectively). Similar
patterns were observed for female employees (odds ratio = 1.37 [95% confidence interval = 1.08–1.74], p = 0.009 and 1.23 [95%
confidence interval = 1.02–1.50], p = 0.035 for low procedural justice and low interactional justice, respectively).
Conclusions The present study provided evidence that the lack of organizational justice is positively associated with RSMC
among Japanese employees, independently of demographic and socioeconomic characteristics as well as of health-related
behaviors.

Keywords Access tomedical care . Procedural justice . Interactional justice . Longitudinal studies

Introduction

Access to medical care is a fundamental human right and an
important determinant of health [1]. The effects of delayed
access to medical care on reduced quality of life, longer hos-
pital stays, and mortality have been reported across a wide
range of age groups [2–5]. In Europe and Oceania, 7–22%
of adults reportedly refrain from seeking medical care (i.e.,
are reluctant to seek medical care) for financial reasons [6].
In Japan, where people enjoy universal health insurance cov-
erage (the co-payment rate for the working-age population is

30%) [7], about one quarter of people have been reported to
refrain from seeking medical care for the same reasons [8],
which is the second-highest level among high-income coun-
tries following the USA [6]. Several studies of community
residents have reported that social class (i.e., educational at-
tainment, household income, and employment conditions)
[9–14] as well as regional environmental factors (i.e., commu-
nity size, having some means of transportation, non-familial
support, and social capital in the neighborhood) [1, 15–18]
have an effect on refraining from seeking medical care
(RSMC). On the other hand, work environmental factors
may play an equally important role in influencing individual’s
RSMC, because most of the world’s population (58%) spends
one third of their adult life at work [19].

Organizational justice may be one of the important factors
determining RSMC among employed people. It has its origins
in human rights theory and can be defined as an employee’s
perception of the fairness of resource allocation in the work-
place organization [20, 21], which refers to management’s
decisions and actions that are morally right and are in
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accordance with ethical standards and/or law [22]. In the last
two decades, it has been considered as one of the psychosocial
determinants of health-related behaviors and health outcomes
in occupational settings [23–26]. Among others, procedural
justice (i.e., the degree to which fair decision-making proce-
dures are used to arrive at a decision [27] according to six fair
process criteria, such as consistency, lack of bias,
correctability, representation, accuracy, and ethicality [28])
and interactional justice (i.e., the degree to which employees
are treated with respect, kindness, and dignity in interpersonal
interactions with supervisor, sometimes known as interperson-
al justice, and the adequacy of the explanations in terms of
their timeliness, specificity, and truthfulness, sometimes
known as informational justice) [29] have been viewed as
primary characteristics of organizational justice within a
workplace [30].

Given the definition of procedural justice and interactional
justice described above [27–29], employees are less likely to
be accepted as unique individuals and their fundamental hu-
man rights are less likely to be respected when organizational
justice is lacking. In such a situation, employees may be
mistreated just because they seek medical care and/or they
may have difficulty consulting with their supervisor about
re-arranging their schedules associated with seeking medical
care; hence, they may refrain from seeking necessary medical
care even when getting sick [20].

From the viewpoint of behavioral medicine, seekingmedical
care (or medical care utilization) is driven by help-seeking (or
health-seeking) behavior (HSB) [31], which refers to a se-
quence of remedial actions that individuals undertake to rectify
perceived ill-health [32]. Conceptually, the antecedents of HSB
include psychosocial factors [33] as well as predisposing fac-
tors, such as workplace stress factors [34], which are postulated
to influence an individual’s decision to seek initial and contin-
ued care for their perceived health issue. A recent study report-
ed that organizational justice is positively associated with em-
ployees’ HSB [35]. Given such a conceptual framework and
the empirical findings, employees who perceive lower levels of
organizational justice may have difficulty making a decision to
take help-seeking action because they are less likely to feel that
they have a voice in or are respected by their workplace and/or
supervisor, which may in turn lead to RSMC. To the best of our
knowledge, the association of organizational justice with
RSMC has not been examined.

For other work environmental factors, low job control has
been reported to be associated with having less access to med-
ical care among Japanese male employees, although it was
specific to one situation (i.e., after diabetes screening in the
workplace) [36]. This empirical finding also suggests that or-
ganizational justice has a potential effect on RSMC because it
captures more basic elements of the social structure within
which task-level job characteristics, such as job demands
and job control, are operating [37].

The purpose of the present study was to examine the asso-
ciation of organizational justice (i.e., procedural justice and
interactional justice) with RSMC among Japanese employees
using a 1-year prospective design. It was hypothesized that
those who perceived lower levels of organizational justice at
baseline would be more likely to refrain from seeking medical
care during the 1-year follow-up. In our analysis, we consid-
ered the existing evidence indicating that women experience
more gender discrimination in the workplace than do men
[38]. In fact, our previous study of Japanese employees re-
vealed that female employees perceived lower levels of orga-
nizational justice than did male employees [39]. In Japan’s
male-dominated workplace culture, female employees may
have little voice in the workplace, which may lead to gender
difference in the association of organizational justice with
RSMC. Therefore, the analysis was conducted separately for
male and female employees.

Methods

Study Design

In the present study, we used a part of the longitudinal data
collected in an occupational cohort study on social class and
health in Japan (Japanese Study of Health, Occupation, and
Psychosocial Factors Related Equity: J-HOPE) at baseline
(from April to June 2011) and 1-year follow-up (from April
to June 2012) [40].

Participants

All employees from two factories of a manufacturing compa-
ny in Japan (N = 3630) were recruited by means of an invita-
tion letter sent by the authors in February 2011. It should be
noted that they were covered by the same corporate health
insurance. Furthermore, because the two factories were locat-
ed close to each other, the employees had almost equal access
to medical care. All variables used in the present study, except
employment status, which was obtained from the personnel
records of the surveyed company, were measured using a self-
administered questionnaire. Overall, 3461 employees com-
pleted the self-administered questionnaire at baseline (re-
sponse rate 95.3%). During the 1-year follow-up period, 336
out of 3461 employees were transferred to other sites, took a
leave of absence (i.e., sick leave, maternity leave, or childcare
leave), retired, or declined to participate. Overall, 3125 em-
ployees participated at 1-year follow-up and completed the
follow-up questionnaire (follow-up rate 90.3%). After exclud-
ing 430 employees who had at least one missing response for
variables relevant to the present study, the data from 2695
employees (1994 men and 701 women) were analyzed. The
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analysis was conducted using the J-HOPE first and second
wave datasets as of December 22, 2016.

Measures

Exposure: Organizational Justice (Baseline Survey)

Organizational justice was measured using the Japanese ver-
sion of the Organizational Justice Questionnaire (OJQ)
[41–43], which comprises a seven-item procedural justice
scale and a six-item interactional justice scale, both measured
on a five-point Likert-type scale ranging from B1 = strongly
disagree^ to B5 = strongly agree.^ The total score for each
OJQ subscale was calculated by averaging item scores (score
range 1–5). In this sample, Cronbach’s alpha coefficients were
0.88 for the procedural justice scale and 0.94 for the interac-
tional justice scale for male employees; and 0.90 for the pro-
cedural justice scale and 0.95 for the interactional justice scale
for female employees.

Outcome: RSMC (1-Year Follow-Up Survey)

In the follow-up questionnaire, we included a single-item
question measuring RSMC, which was used in the Japanese
General Social Survey conducted in 2008 (JGSS-2008) [13].
The participants were asked to respond to the question: BIn the
past year, have you ever refrained from visiting a hospital,
clinic, acupuncturist, or dentist despite your sickness (includ-
ing a slight cold or cavity) or injury?^ The response options
were B1 = Yes, I have,^ B2 =No, I have not,^ and B3 = I did not
get sick or injured.^ Participants were dichotomized into those
who refrained from seeking medical care (i.e., those who an-
swered 1) and those who did not (i.e., those who answered 2
or 3).

Potential Confounders (Baseline Survey)

Potential confounders included demographic characteristics,
socioeconomic characteristics, and health-related behaviors.
Demographic characteristics included age, past medical histo-
ry, household size, work shift, and working hours per week.
Socioeconomic characteristics included education, equivalent
annual household income, occupational position, and employ-
ment status. For equivalent annual household income, the par-
ticipants were asked to report their annual household income
by selecting one of the following six response options: 2.99
million JPY (36,000 USD) or less, 3–4.99 million JPY
(36,100–60,100 USD), 5–7.99 million JPY (60,200–96,300
USD), 8–9.99 million JPY (96,400–120,400 USD), 10–
14.99 million JPY (120,500–180,600 USD), and 15 million
JPY (180,700 USD) or more (USD was converted from JPY
using monthly exchange rate as of April 2011 [83 JPY per
USD]). Subsequently, equivalent household income was

calculated by dividing the median household income of each
response option by the square root of the household size.
Health-related behaviors included smoking habits (never
smoker, ex-smoker, and current smoker), drinking habits
(rarely, sometimes, and daily), and physical activity (none,
light physical activity one or more times a week, intense phys-
ical activity once or twice a week, and intense physical activity
thrice or more times a week). Categories of demographic and
socioeconomic characteristics are shown in Table 1.

Sample Size

Multiple logistic regression analysis was selected as a main
analysis. According to a formula proposed by Peduzzi et al.
[44], we calculated the minimum required sample size for
multiple logistic regression analysis while considering that
the prevalence of RSMC among Japanese employees has been
reported to be about 50% for both genders [45] and that the
maximum number of independent variables (i.e., the number
of continuous variables and dummy variables in the fully ad-
justed model) was 29 for male and 28 for female employees.
As a result, the minimum required sample size was 580 for
male and 560 for female employees; therefore, our sample size
was considered to have sufficient statistical power for the
main analysis.

Statistical Analysis

After descriptive analysis using Student’s t test or Fisher’s
exact test, which aimed to compare those who did and those
who did not refrain from seeking medical care in demographic
and socioeconomic characteristics as well as in total score for
each justice dimension, we conducted the main analysis. Prior
to the main analysis, total score for each justice dimension was
reverse-coded so that higher scores indicated lower justice,
which allowed us to interpret the results easier. Taking re-
versed total score for each justice dimension as an indepen-
dent variable, multiple logistic regression analysis was con-
ducted to estimate the odds ratio (OR) and its 95% confidence
interval (CI) for RSMC associated with a one-point decrease
in each justice dimension. In the series of analysis, we first
adjusted for demographic characteristics (Model 1).
Subsequently, we incrementally adjusted for socioeconomic
characteristics (Model 2) and health-related behaviors (Model
3). The level of significance was 0.05 (two-tailed). The statis-
tical analysis was conducted using IBM® SPSS® Statistics
Version 23.0 for Windows.

Results

Table 1 shows the detailed characteristics of the participants
by those who did and those who did not refrain from seeking
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medical care and by gender. Male employees who refrained
from seeking medical care were significantly younger and had
a lower perception of procedural justice and interactional jus-
tice compared to those who did not. Female employees who
refrained from seeking medical care were significantly youn-
ger and highly educated, worked longer hours, had a greater
proportion of non-manual employees and permanent em-
ployees, and had a lower perception of procedural justice
compared to those who did not. Furthermore, female em-
ployees who refrained from seeking medical care had signif-
icantly larger household size compared to those who did not
(mean [standard deviation] = 3.77 [1.65] and 3.51 [1.61], re-
spectively, p = 0.038).

Table 2 shows the results of the multiple logistic regression
analysis. For male employees, after adjusting for demographic
characteristics (Model 1), low procedural justice was signifi-
cantly associated with higher odds of RSMC (p < 0.001) in
that a one-point decrease in procedural justice led to a 1.34
(95% CI 1.17–1.53)-fold increase in the odds of RSMC.
Similarly, low interactional justice was significantly associat-
ed with higher odds of RSMC (p = 0.013) in that a one-point
decrease in interactional justice led to a 1.16 (95% CI 1.03–
1.30)-fold increase in the odds of RSMC. These patterns
remained unchanged after additionally adjusting for socioeco-
nomic characteristics and health-related behaviors (Models 2
and 3).

For female employees, after adjusting for demographic
characteristics (Model 1), low procedural justice was signifi-
cantly associated with higher odds of RSMC (p = 0.005) in
that a one-point decrease in procedural justice led to a 1.39
(95% CI 1.11–1.76)-fold increase in the odds of RSMC. This
pattern remained unchanged after additionally adjusting for
socioeconomic characteristics and health-related behaviors
(Models 2 and 3). On the other hand, although low interac-
tional justice was associated with higher odds of RSMC, the
result was not statistically significant (p = 0.054) after
adjusting for demographic characteristics (Model 1).
However, after additionally adjusting for socioeconomic char-
acteristics and health-related behaviors (Models 2 and 3), this
association became significant (p = 0.035) in that a one-point
decrease in interactional justice led to a 1.23 (95% CI 1.02–
1.50)-fold increase in the odds of RSMC.

Discussion

The present study demonstrated a significant association of
low procedural justice and low interactional justice at baseline
with RSMC during the 1-year follow-up for male employees,
even after adjusting for demographic and socioeconomic char-
acteristics as well as for health-related behaviors. For female
employees, similar patterns were observed, with an exceptionT
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of non-significant association of low interactional justice with
RSMC after adjusting for demographic characteristics.

Our results showed that low procedural justice was signif-
icantly associated with RSMC for both genders, which sup-
ported our hypothesis. In Japan, it is common to take time off
(i.e., paid holiday) to seek medical care on working days be-
cause paid sick leave is not stipulated by law. In principle, it is
possible for employees to take time off without explaining
their reasons, while workplaces also have a right to ask em-
ployees about the reasons for taking time off to maintain nor-
mal business operations. Regardless of reasons, workplaces
should not treat employees who want to take time off unfairly.
However, in work settings in which decision-making styles
are unfair and obscure, employees may be afraid of being
mistreated just because they take time off [46], which may
make them to have difficulty seeking necessary medical care.
Furthermore, a significant association of low interactional jus-
tice with RSMC was observed in the fully adjusted model for
both genders, which also supported our hypothesis. When
employees perceive the attitude of their supervisor as irrever-
ent, they may face difficulties consulting with him/her about
taking time off to seek medical care and re-arranging their
work schedules. From the viewpoint of behavioral medicine,
HSB may be a key mediator of the association of organiza-
tional justice with RSMC. As introduced earlier, organization-
al justice has been reported to be positively associated with
employees’HSB [35]. In work settings in which organization-
al justice is lacking, employees are less likely to perceive that
they have a voice in or are respected by their workplace and/or
supervisor. Such perception of injustice may repress their de-
cision making to take help-seeking action, which may lead to

RSMC. Future research on detailed mechanisms underlying
the association of organizational justice with RSMC is
needed.

When we compare the strength of the association of proce-
dural justice with RSMC with that of interactional justice,
procedural justice had a greater association with RSMC.
This could be attributed to the fact that procedural justice is
more closely related to company regulations that stipulate em-
ployees’ time off and sickness absence. Our findings suggest
that procedural justice rather than interactional justice is a
stronger determinant of medical care seeking behavior among
employees.

Although the strength of the association of procedural jus-
tice with RSMC was similar for male and female employees,
the association of interactional justice with RSMC was slight-
ly greater for female employees than for male employees. This
gender difference may be explained by the fact that all man-
agers were men in our sample (see Table 1); hence, our female
participants always had to interact with a supervisor of the
opposite gender. Pelled and Xin [47] reported that employees
show higher levels of trust and relationship quality in same-
gender supervisory relationships than in opposite-gender
ones. Therefore, in our sample, female employees may be
more hesitant to discuss taking time off to seek medical care
with their male supervisor, especially with regard to female-
specific diseases, when they perceive him as having low in-
teractional justice. The imbalanced male-female ratio of man-
agers observed in our sample is common in the male-
dominated workplace culture in Japan. In fact, the latest na-
tional statistics on employment in Japan have reported that the
average proportion of female managers is still only about

Table 2 Association of low
organizational justice with
refraining from seeking medical
care at 1-year follow-up among
Japanese employees by gender:
the results of multiple logistic
regression analysis

Model 1a Model 2b Model 3c

OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value

Men (n = 1994)

Procedural justice 1.34 (1.17–1.53) < 0.001 1.35 (1.18–1.55) < 0.001 1.33 (1.16–1.52) < 0.001

Interactional

justice

1.16 (1.03–1.30) 0.013 1.15 (1.02–1.29) 0.018 1.15 (1.02–1.29) 0.019

Women (n = 701)

Procedural justice 1.39 (1.11–1.76) 0.005 1.36 (1.08–1.72) 0.010 1.37 (1.08–1.74) 0.009

Interactional

justice

1.21 (1.00–1.46) 0.054 1.23 (1.02–1.50) 0.035 1.23 (1.02–1.50) 0.035

In the analysis, total scores for procedural justice and interactional justice were reverse-coded so that higher scores
indicated lower justice

OR odds ratio, CI confidence interval
a Adjusted for age, past medical history, household size, work shift, and working hours per week
bAdditionally adjusted for education, equivalent annual household income, occupational position, and employ-
ment status
c Additionally adjusted for smoking habits, drinking habits, and physical activity
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10%, and about 45% of companies do not have any female
manager [48]; therefore, our findings may be true of many
other Japanese companies. However, the association of inter-
actional justice with RSMC in the context of other types of
supervisory relationships, such as female supervisor–male
employee or female supervisor–female employee relation-
ships, should be examined in future research.

Furthermore, for female employees, the association of in-
teractional justice with RSMC was not significant after
adjusting for demographic characteristics (Model 1), while it
became significant after additionally adjusting for socioeco-
nomic characteristics (Model 2). According to Table 1, female
employees who refrained from seeking medical care had rel-
atively higher socioeconomic status. Highly educated and/or
permanent employees are more likely to be expected to play
an important role in their workplace and therefore to be
respected by supervisor. At the same time, such pressure from
the workplace may make it difficult for them to seek medical
care when they get sick. Such a background may be reflected
in our findings of the association of interactional justice with
RSMC for female employees.

Possible limitations of the present study should be considered.
First, some employees dropped out at follow-up due to sick
leave. These employees may have perceived lower levels of
organizational justice at baseline and refrained from seeking
medical care until their disease became severe, which may have
underestimated the true association. Furthermore, 430 out of
3125 employees were excluded from the analysis due to missing
responses. It has been reported that the lack of organizational
justice is associated with poor mental health, such as psychiatric
disorders and depression [24], which present with poor concen-
tration. Therefore, those who perceived lower levels of organiza-
tional justice may have been more likely to have missing re-
sponses due to poor concentration and to be excluded from the
analysis. Such excluded employees may have been highly en-
couraged to seekmedical care due to severe psychological symp-
toms. Our results may thus have overestimated the true associa-
tion. Second, we measured RSMC by simply asking the partic-
ipants to recall their experience over the past year; therefore,
recall bias may have skewed our findings. Furthermore, we fo-
cused only on refraining from seeking Btherapeutic^ care when
individuals get sick but not on Bpreventive^ care, such as regular
dental care. Further research on RSMC should also focus on
preventive care. Third, RSMC at baseline may have affected
our findings, as it may have been influenced by personality traits.
Recent studies have reported that neuroticism is associated with
an increased number of physician visits [49] aswell aswith lower
levels of perceived justice [50]; therefore, our findings may be
underestimated. Fourth, although we conducted the gender-
stratified analysis, the distribution of socioeconomic characteris-
tics was quite different between genders. Especially for employ-
ment status, almost all men were permanent employees, while
the proportion of permanent employees among women was only

40% (see Table 1). It is possible that organizational justice is
maintained only among permanent employees [51]. Therefore,
such a difference in the distribution of employment status across
genders might have affected our findings. Fifth, our data was
obtained from one particular manufacturing company in Japan
from 2011 to 2012; therefore, there is a limitation to generaliz-
ability and some changes in context may have occurred for the
last 6 to 7 years. Our findings should thus be interpreted with
caution. Sixth, organizational justice is defined as an employee’s
Bperception^ of the fairness in the workplace. However, per-
ceived stress measured by self-report has been reported to be
only moderately related to actual stress exposure [52].
Therefore, our findings do not completely reflect the association
of actual exposure to organizational (in)justice with RSMC.
Finally, although a recent study on organizational justice utilized
a multilevel approach in view of its contextual effect [53], the
present study could not examine such an effect.

In conclusion, the present study provided evidence that the
lack of procedural justice increases the tendency to refrain
from seeking medical care among Japanese employees, inde-
pendently of demographic and socioeconomic characteristics
as well as of health-related behaviors. Our findings suggest
that establishing fair and open decision-making styles in the
workplace effectively promotes medical care-seeking behav-
iors among employees. Although interactional justice, charac-
terized by the fair and respectful attitude of the supervisor,
may also be an important factor associated with RSMC, future
studies on this topic should account for gender differences in
supervisory relationships.
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い
き
ま
し
た

Ａ
社
長
と
Ｂ
さ
ん
も

定
期
的
に
病
院
を
訪
れ

Ｃ
さ
ん
の
様
子
を

伺
っ
て
い
ま
す

体
調
は
ど
う
？

注
射
の
後
１
日
２
日

頭
痛
が
出
ま
す
が

そ
れ
以
外
の
日
は

元
気
で
す

両
立
支
援
促
進
員
の
方
と
も

相
談
し
た
ん
で
す
け
ど
ね…

ま
ず
は
復
職
し
て

業
務
は
計
画
的
に
調
整
し
た
ら

ど
う
か
と
思
っ
て
る
ん
で
す

有
給
休
暇
も

使
い
な
が
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無
理
の
な
い
範
囲
で
ね

は
い

あ
っ
た
あ
っ
た

こ
こ
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ま
ず
は
こ
の

労
働
衛
生
機
関
の

渉
外
担
当
者
に

相
談
し
て
み
よ
う

そ
の
後

Dさん
労働衛生機関の渉外担当

Ａ
社
長
と
Ｂ
さ
ん
は

労
働
衛
生
機
関
の

渉
外
担
当
で
あ
る

Ｄ
さ
ん
か
ら

両
立
支
援
に
つ
い
て

詳
し
い
説
明
を

受
け
ま
し
た

あ
の…

「
産
業
保
健
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
」

っ
て…

？

は
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産
業
保
健

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
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両
立
支
援
促
進
員
も

配
属
さ
れ
て
い
ま
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支
援
を

受
け
ら
れ
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い
か
が
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し
ょ
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か
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こ
こ
が

ス
タ
ー
ト
地
点…

な
の
か
な
？は

い
！

こ
れ
か
ら
が

大
事
で
す
よ
！

こ
れ
か
ら
も
連
携

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

も
ち
ろ
ん
で
す
！

そ
し
て
復
職
の
日

無
事
退
院
し
て

復
職
し
た
Ｃ
さ
ん
を

工
場
ス
タ
ッ
フ
総
出
で

迎
え
ま
し
た

お
か
え
り
な
さ
い
！

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
！

皆
さ
ん
も

本
当
に
あ
り
が

と
う
〜

Ｃ
さ
ん

無
事
退
院
で
き
て

よ
か
っ
た
で
す
ね

本
当
に…

Ｄ
さ
ん
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
！

何
し
ろ

前
例
が
な
い
の
で

本
当
に
助
か
り

ま
し
た
よ

や
っ
と

こ
こ
ま
で

来
ま
し
た
ね
！

そ
の
後
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両立支援プラン

労働衛生機関・健診機関

乳がん

ホルモン療法

漫画に登場する主な用語集

両立支援促進員

産業保健総合支援センター

●個別訪問支援とは
これから両立支援に取り組む企業等の依頼を受けて、両立支援促進員

（社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、保健師等の専門家）が事業

場を訪問し、治療と職業生活の両立支援に関する制度導入の支援や管理

監督者、社員等を対象とした意識啓発を図る教育を実施します。

●個別調整支援とは
両立支援促進員が、事業場に出向いて個別の患者（社員）に係る健康

管理について、事業者と患者（社員）の間の仕事と治療の両立に関する

調整支援を行い、両立支援プラン・職場復帰支援プランの作成を助言、

支援します。この支援は、患者（社員）又は患者（社員）から主治医の

意見書が提出された企業担当者や産業保健スタッフ等からの申出により

実施します。支援の実施に当たっては、ご本人の同意が必要になります。

治療と仕事の両立支援について
事業者は、労働者が治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務に

よって疾病が増悪することがないよう就業上の措置等を決定し、実施する必要があります
が、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめ
た計画のことです。

企業の健康診断や作業環境測定、産業医活動などのサービスを提供し、主に大企業と比較し
て十分な資源が社内に無い、中小企業の産業保健活動全般の支援を行っています。小規模企業
では社会保険労務士と並んで企業外労働衛生機関・健診機関が、従業員の健康についての相談
相手になっているとの報告もあります。
2017年度に研究班が、労働衛生機関・健診機関に行った調査では、事業場担当者からの両

立支援に関する相談に対して、13.6％の労働衛生機関がすでに対応しており、45.5％が今後
取り組みたいと回答していました。また、労働衛生機関・健診機関が、両立支援に取り組む際に
支援を得たい外部機関のトップは産業保健総合支援センターでした（18.2％）。

乳がんは、乳房にある乳腺にできる悪性腫瘍です。乳がんの多くは乳汁を運ぶ乳管の上皮細
胞にできる乳管がんです。そのほかに母乳を作る小葉にできる小葉がんなどがあります。

乳がんのホルモン療法（抗ホルモン療法）とは、女性ホルモンのエストロゲンを栄養として
大きくなるがん細胞（ホルモン感受性乳がん）に対して行う治療法です。エストロゲンを抑え
ることにより、がん細胞を縮小させたり、再発を予防したりします。仕事に影響する副作用と
しては、ホットフラッシュという症状があります。ホットフラッシュとは、突然、かっと暑く
なったり、汗をかいたり、胸から顔面にかけて赤くなったりします。動悸や不安、睡眠障害が生
じることもあります。また、頭痛、気分が落ち込む、イライラする、やる気が起きない、眠れない
などの症状が現れることがあります。詳しくは、こちらのホームページをご参照ください。
http://jbcs.gr.jp/guidline/p2016/

両立支援に取り組む事業場の支援を行うために、各産業保健総合支援センターに配置され
ています。看護師、保健師、社会保険労務士、キャリアコンサルタントなど、色々な専門性
を持っています。

全国47都道府県に設置されていて、職場の健康管理への啓発を行っています。治療と仕
事の両立支援については、個別訪問支援、事業者啓発セミナー、個別調整支援、窓口での相
談対応を行っています。

https://www.johas.go.jp/Default.aspx?TabId=578

御社のことをよく知っている、ノウハウのある大切な社員が病気になった時、会社が適切
な支援を提供することで、退職をせずに、治療を続けながら仕事を継続することができる時
代になっています。治療を続けながら仕事を継続できるように、会社が
社員を支援することを、「両立支援」と言います。その時に、まず、参考
にする資料として、「事業場における治療と職業生活の両立支援のための
ガイドライン」が厚生労働省から公表されています。
中小企業では、社内に十分な人的な資源がないために、両立支援のノ

ウハウがなく、対応に戸惑われるかもしれません。ただ、案外身近に、
そのようなときの相談先があるかもしれません。まずは、身近な機関に
相談をされてみてください。
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労働衛生機関・健診機関

乳がん
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これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会　第 2回「中小企業における両立支援の進め方」報告書 3

I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

	 	 北里大学医学部公衆衛生学　教授　	 堤	　明純

　はじめに、本日の課題を共有させていただければと思いま
す。第 2回研究会は中小企業における両立支援の進め方を考
えるというテーマで、副題として中小企業にかかわる職種の
連携から治療と仕事の両立支援を考えることとしています。

I

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/ 

　皆さんご存知の通り、働き方改革実行計画の一環として、
いわゆる治療と仕事の両立はその大きな柱となっています。皆
さんが問題意識を持ちながらチャレンジしているところです。

　現時点でもかなり多くの課題が明らかになっています。
病気の休業は、現時点では法制化されていませんので、治
療と仕事の両立支援は事業者が義務として実施するもので
はないことになります。それから、治療を受けながら就業
を続けるには、例えば治療や通院のための勤務の短時間化
や、短期・長期の休暇取得などが求められますが、そのよ
うな制度や就業規則の変更に係る環境整備がなかなか間に
合わないところもあります。また、罹患されている労働者と、
事業者、医療との間で情報が上手く共有されることが両立
支援を進めることになるのですが、私達は言葉が少し違い
ます。いわゆる専門的な医療用語と会社で使う用語は違い
ますので、上手くコミュニケーションを取れないという問
題があります。医療という専門性や社会福祉資源の複雑な
ところから、患者や家族だけでは対処できないことも多く、
制限があります。

•

•

•

•
– 22.4% H25)
– 11.5

• ⇒

•
–

38%
–

•
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　本来でしたら、患者のニーズに応じた働き方の選択が出
来れば良いのでしょうが、それがなかなか出来ないことが
数字で示されています。ですので、治療と仕事を両立でき
る社内制度の整備や職場の理解などの醸成が課題としてあ
ります。さらに、患者さんにとって身近な相談先が整備さ
れることが望まれています。がん診療連携拠点病院等には、
就労専門家の配置、ハローワークとの連携といったものが
置かれようとしていますが、相談体制の整備はなかなか進
んでおりません。最近、医療では保険点数に入ってきまし
たので少し進んできたところですが、患者さんのサポート
体制に関連する医療費関係のサポートは、まだまだ少ない
です。それから医療機関の就労支援機能が、量や質ともに
不足しているのが現状です。

•

•

•

1.

2.

5

　働き方改革実行計画の治療と仕事の両立支援を進めてい
くにあたり、今後の対応として治療と仕事の両立が可能な
環境をまずは整えていこうということで、会社側には意識
改革や受入れ体制の整備が進むような色々な情報提供や仕
組み作りが推進されます。それから、患者さんと企業、主
治医とを結ぶコーディネーターの役割を持った方が入り、
トライアングル型の支援を推進することが挙げられていま
す。治療と仕事の両立が普通にできる社会を将来的に目指
そうということです。

•

•
•

•

2016 2

　この流れの中で初期からガイドラインが作られています。
皆さん、よくご存知かと思いますが、「事業場における治療
と職業生活の両立支援のためのガイドライン」です。がん
や脳卒中など、治療が長く継続する疾患を抱える労働者の
治療と就労の両立ができるよう、企業が取り組むべき環境
整備や、そのためにどうしたら良いかという指針が紹介され
ています。それから、医者側に就労配慮のための色々な意
見書を書いていただくにあたっての様式や、支援のための
雛形などが作られており、その普及が進められております。

170401-02

7HP

170401-02

8

NW

HP

　国の方は研究費を出しております。「この研究班に両立支
援をある部分で進めていただこう」という形で、3つ程の
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I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

研究班が立ち上がっております。私たちの研究班は、スラ
イドに記載のメンバーで様々な仕事を進めております。今
年は 3年間の 2年目にあたりますが、幾つか進んでいるこ
とがありますのでご紹介させていただきます。
　神奈川県内でネットワークを作り、理想的にはワンストッ
プで患者さんが相談したら直ぐに支援が受けられるよう
な、患者さんのための仕組みが出来ないか模索しておりま
す。また、神奈川産業保健総合支援センターでは、いわゆ
るNPO法人で難病支援を行っている機関とネットワークを
作り、体制を作っていこうとしております。労災病院関係
では、元々作られていた仕組みの中で労災病院の両立支援
センターがありますが、上手く機能するようにと仕事が進
められております。特にがん患者へのアプローチに関して
は、心理的な側面もありますので、そういったサポートも
含めて研究を進めております。さらに、難病や脳血管疾患、
脳卒中の方々の両立支援も大切です。研究班では、専門医
にそのことについてよく知っていただき、上手く患者さん
達を支援していただこうと進めています。調査を行いなが
ら啓発し、上手く機能していただきたいと進めております。
様々な支援組織がありますが、それらを上手く結ぶために
保健師さんを中心に産業保健職の皆さんがどのように機能
すれば良いのかも考えられています。今日は、中小企業に
大きく関わる企業外労働衛生機関がどのような形でサポー
ト出来るのかについて、森口先生からお話をいただけると
思います。また、サポートグループになりますが、活動を
きちんと評価して進めていくために、活動の評価指標を経
済学の環境も取り入れながら作ろうとしているところです。
これが現場で役立てられるように模索しております。それ
から、江口先生が今日の研究会を開催しておりますが、こ
のような研究会を含めて情報を広め、逆に皆さんから様々
な情報を入手し、さらに発信していくための媒体を作って
いこうとしているところです。

　研究班が行っていることを図でご説明致します。神奈川
県の関係諸機関がネットワークを組めれば、こういったこ
とが進められるのではないかと考えています。神奈川県で
は産業保健総合支援センターが１つの核となり、労災病院

や県内の大学病院が連携して、このセンターに患者さんが
集中して相談が出来るという仕組みを作ろうとしています。
また、神奈川産業保健総合支援センターは、いわゆる公的
な機関からだけでなく、NPO組織からも情報収集ができる
ようなネットワークを作り、患者さんの流れを上手く作っ
ていけるよう進めております。その 1つの媒体としてポス
ターやカードなどを作って、各病院にこのような支援があ
るという情報を発信し、それを元に患者さんの相談にのっ
ていただくという流れができればと考えております。この
ポスターやカード等をどのように使っていけば良いかに関
して、今日お配りしたハンドブックの冊子に漫画で入れて
おります。患者さんが使えるものを作っております。

A

•

11

• B
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　ハンドブックの漫画を少しご紹介します。パーキンソン
病の Aさんが、だんだん仕事が出来なくなってきて悩んで
いるところから漫画が始まります。先ほどのポスターの情
報を目にして、病院のソーシャルワーカーさんにお話をす
ると、今の仕組みの説明を受けます。主治医から就労に関
する意見書を書いていただくことになっておりますので、
それを書いてもらって会社に持っていくという流れです。

　ところが会社に持っていっても、会社にその経験がない
と衛生管理者の Cさんが「どうしたらいいんだ」と困るよ
うな状況が発生しております。この後、産業保健総合支援
センターに相談を持っていき、両立支援促進員の方を派遣
していただきます。

C

C

13

• B

C

15

　その支援によってこの会社で両立支援のプランを立てる
ことができるという成功ストーリーのような感じでご紹介
しています。このようなことを 1度でも経験すると、その
経験を元にまた動いていけるということも含めて、様々な
情報提供をしています。今日の話の文脈で言いますと、中
小企業で衛生管理者の方に上手く機能していただく必要が
ありますので、この方々に情報等が届く形が求められてい
ることになります。

28 2

PDCA

　漫画も含めてですが、色々な情報の媒体や仕組みを、ま
ず大きな枠組みを作って関係各所で実際に使っていただこ
うと考えております。様々な機関で試行していただいて、
当事者の皆さんから情報をいただくことで、仕組みが回る
かどうか、情報源が使えるかどうかを検証しながら進めて
いくのが研究班の 1つの戦略です。
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I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

　この中で一番の課題が、経営者に受け入れられる組織的な両立支援が中小企業に広まっていくかどうかです。先程は成功事
例という形でご紹介しましたが、スムーズに受け入れていただくには少し壁があると言われております。様々な課題があるこ
とを認識しております。

　今日は関わりのある職種の方々から様々なインプットをい
ただいて、さらに両立支援を進められるよう勉強していきた
いと思っております。最初に小島先生から基調講演をいただ
いた後に、社会保険労務士や産業医の先生にお話をいただき
ます。それから衛生管理者・人事の立場、会社の立場でのお
話、そして企業外労働衛生機関の立場で連携についてお話し
いただきます。当事者の方からは、困っていることも含めて
具体的な良い情報をいただきます。中小企業に関わる職種の
連携から治療と仕事の両立支援を考えていこうというのが今
日の趣旨となります。これといった成功と呼べるものは出な
いかもしれませんが、私達が課題を認識することで、次に繋
がることがあるかもしれません。色々な情報を皆さんからい
ただければと期待しております。
　また、もう 1つの期待として、研究会を通じて関係者の

•
•
•
•

ネットワークを広げていきたいと思っております。皆さん、
既によくご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、それ
以外に横に繋がっていくことが出来ましたら、今まで知ら
なかったソリューションが広がっていくかと思います。そ
のようなネットワークを是非この会で作っていただければ
と思います。

19

　皆さんからいただいた情報は、ホームページ等を活用し
て広めていきます。このようにしたら両立支援は進むかも
しれないという情報を発信していきたいと思っております。
お話しいただく先生方からはもちろん、皆さんからも色々
な情報をいただけたらと希望しております。どうぞよろし
くお願い致します。
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	 	 鳥飼総合法律事務所　弁護士	 	 小島		健一

基調講演

II 中小企業経営者が治療と仕事の両立支援を
進めるメリット、避けるデメリット

　本日のスライドはがんや難病と仕事との両立支援のテー
マに絞っていないのですが、広く視点を変えていただくこ
とで中小企業の社長さんに両立支援や難病・がんの方が働
く意味を分かってもらう１つのきっかけになるのではと思
い、お話ししたいと思います。堤先生から、中小企業にお
ける両立支援の課題として、法律等の義務によって実施す
るものではないとのお話がありました。確かに両立支援推
進法や強制法などといった法律はありません。しかし、障
害者雇用に関し、障害者雇用促進法という法律があります。
ついこの間までは法定雇用率を目指しなさいという意味合

ke.kojima@torikai.gr.jp

2018 12 22

いがほとんどでした。ところが、2年前の改正で、差別禁
止という意味合いも含め、合理的配慮の提供が義務化され
ました。法律家として申し上げると、両立支援というのは
障害者雇用の文脈で言う合理的配慮の提供とほとんど同じ
ことだと思っております。今日のスライドも、障害者雇用
支援をされているジョブコーチなどに向けて 11 月にお話し
させていただいた時のものを持ってきています。その時は
主に精神障害や発達障害の方を念頭に置きながら話をした
のですが、がんや難病の場合と共通しているところがある
と思います。つまり、歩けない、耳が聞こえない、目が見
えないというのは比較的障害者として分かりやすい障害だ
と思いますが、どうしても疲れやすい、痺れてしまうといっ
た目に見えない支障があること、それから、がんとなった
直後や治療過程でのメンタル面の支援がとても大事である
ことは、精神障害などと共通するところだと思います。そ
う考えると、経営者にとって両立支援は間違いなく法的な
義務だということで、その意味合いについてお話ししたい
と思います。
　先程、課題の 2点目として、制度や就業規則など、企業
側の環境整備が充分ではないというご指摘がありました。
実は私は人事・労務が専門の弁護士ですので、就業規則を
作ったり、直したり、あるいは既存の就業規則を前提とし
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II　　｜基調講演｜　中小企業経営者が治療と仕事の両立支援を進めるメリット、避けるデメリット

て様々な労務問題を解決するお手伝いをしています。就業
規則は法律ではありません。これは、民間の会社が自分で
作ったものです。「制度がありませんから」「就業規則がこ
うなっていますから」で終わりではありません。労働契約
を結ぶのが面倒で、大体一緒だからと１つに纏めたものな
ので、合意の集積であって、法律ではありません。ですか
ら、当事者との話し合いで変えることは自由なので、「制度
がないから出来ません」「規則はこうです」ということでは
なく、どのように緩めて一人ひとりに合う会社にしていく
かにおいて、私は対話が非常に重要になってくると思って
います。つまり、私が問題提起したいこと、お伝えしたい
ことは、先程の合理的配慮提供義務について何か大変なも
のを提供しろという話ではなく、個々の状況やニーズに応
じて出来ることをしていくというたったそれだけのことで
す。しかし、問題は、分からないとか見えないからという
理由で誤解や先入観もあり、対話がなされないから誤解が
あるままお別れすることになっていることです。いかに対
話を促進するかと、それによってルールや制度を個人に合
うように変えていくことが課題だと思います。そういった
ことをお話し出来ればと思っております。
　こういった場では一人ひとりの労働者の立場に立って徹
底的に寄り添う話をすることになりますが、私の仕事の
99%は依頼者である会社に対してコンサルティングや支援
をすることです。ですので、今日は出来る限り経営者目線で、
経営者にとってどのような意味があるのかを意識しながら
お話ししようと思います。特に今日は社労士の先生が多く
お見えですが、やはりこれから日本の中小企業の活力を高
めていくためには、社会保険労務士さんの活躍が欠かせな
いと思っております。健康経営もそうですが、両立支援も
注目されていますので、これを追い風にして是非企業に対
してコンサルティングを提供したり、社長の参謀として頼
りにされ、常に悩みを相談されて、その解決を一緒になっ
て考えたりしていっていただきたいと思います。社労士さ
んでそれを実践されている方は沢山いらっしゃると承知し
ておりますが、是非儲かる仕事として広げていっていただ
きたいと応援しております。ひいてはそれが私にとっても
有難いことです。なぜかと言いますと、日本企業や日本人
に多く言えることですが、目に見えない相談、助言はタダ
だと思っているところがあります。我々個人でもそのよう
なところがあります。物であればお金を支払うのに、人か
らアドバイスを受けたり、人に何か世話をしてもらって解
決したりすることには、きちんとお金を支払うという意識
が弱いと思います。ですので、社労士さんも苦労されてい
るし、我々も苦労しています。対価をもらってやらないとレ
ベルが上がっていきませんし、ボランティアでやっている
限り本気の競争にはなりません。そういった意味で、是非、
企業にお金をいただきながら提供していく形にしていただ
けたらと思い、そのヒントをお伝えしたいと思います。

　今日は私の本音が出るかと思います。このスライドは、
どの講演でも出すようにしています。私は「健康経営とダ
イバーシティ経営なくして働き方改革なし」とお話しして
おります。健康経営とは流行りの言葉ですが、要は心と体
の健康です。健康であれば良いという意味でなく、人間が
生身の人間であることを忘れず、一人ひとりについてきち
んと見るということです。それに基づいた経営をするとい
うのが本当の働き方改革です。ダイバーシティ経営という
のは、多様化、個別化によって、人それぞれがバラバラに色々
なものを家庭や見えないところで抱えている中で、会社は
どうするかということです。皆、会社では標準的な普通の
顔をしていますが、背景に色々なものを背負っているわけ
です。そこを会社としてどう取り込んで、活かしていくか
です。働き方改革は、この 2点に尽きるのではないかと思
います。これをしっかりやっていけば、長い労働時間も短
くなっていくし、あるいはある程度労働時間が長くても過
労死や過労自殺などのカタストロフィーは無くなります。
　経営者は、どうしても「技」である仕事のスキルやパフォー
マンスといった目に見えるものだけを見てしまいがちです。
しかし、働くことのベースには心と体があり、社員が働く
背後には、生身の体で食事をし、運動をし、睡眠をとると
いう生活があります。その人の生活、家族、友人という全
部を今まで会社は見ずに来ました。それらは私的なことと
して切り離すことが会社員の務めであり、個人の事を会社
に持ち込まないことが、当たり前のように考えられていた
と思います。ですが、イノベーションや新しいことを生み
出すような会社はもう気付いております。結局、それをい
かに仕事場で出させるかという工夫を練っております。皆
が同じように何かに従って本当の自分を隠している状態で
働いていても、何も新しいものは生まれてこないし、改革
も出来ないと、私は経営者にお話ししております。

2
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　目指すべき働き方について、4つのことを挙げておりま
す。よく言われるのが、「①『居場所』がある」と、「②『出番』
がある」ということです。安心してその職場や会社に居る
ことができ、そして出番があって、活躍や貢献ができると
いう 2つが無いと、人間は働くこと、あるいはどこかの共
同体に属していることが難しくなります。居場所があるだ
けで出番がないと、居づらくて出ていくことになってしま
うと言われています。これを少し言い換えますと、私は「発
揮」と「没頭」という言葉をキーワードと考えております。
発揮とは、会社で被っている仮面を取って、本当の自分や、
抱えている家族の様々なことなど、ありのまま職場で表現
しても受け入れられるという安心感があることです。心理
的安全と言われますが、それをいかに職場に作ることが出
来るかが重要です。
　また、従業員側もパフォーマンスを発揮するには、求め
られるものに一生懸命合わせることに汲々としてしまうの
でなく、いかに自分らしさをこの場に持ち出して貢献でき
ないだろうかと常に考えることが必要です。このような発
揮を意識したいと思っています。
　それからもう 1つ、私が産業保健や健康経営という、心
と体の健康も含めたところが非常に重要だと思うのは、人
間は悩みがあったり、体が痛かったり、疲れていたりすれ
ば、仕事に没頭できないからです。色々なことが気になっ
ていると、目の前の仕事に集中できません。しかし、フロー
状態と呼ばれるような没頭して時間を忘れるような仕事の
仕方が出来ると、色々なアイデアが浮かんだり、ミスをせ
ずに仕事ができたりします。この状態をどのように作って
いくかが、経営者にとっては一番の悩みかと思います。では、
どうしたらいいのでしょうか。

3

p

⇒

　まず、合理的配慮提供の話をしたいと思います。医療の
先生方とお話ししていると、障害者の分野での合理的配慮
提供義務をご存知ない方が多いです。安全配慮義務にも大
きな影響を与えます。それから解雇回避努力義務、いわゆ
る解雇権濫用法理についても、大きく変容しています。2
年余り前からこの法律は施行されていますが、インパクト
は非常に大きいです。労働時間の上限規制の比ではないと
思っています。これで圧倒的に今までの日本の裁判所は変
わります。既に裁判例でも現れています。アスペルガーな
どの発達障害の従業員が手に負えない程の勝手な振る舞い
をしたという理由で、会社が職場復帰をさせず、最後は辞
めさせることになった裁判例が相次いでいます。裁判所は
合理的配慮提供義務の趣旨を必ず検討し、会社がそれを尽
くしたのかという観点で解雇や退職の有効性を判断するよ
うになっています。まだ始まったばかりなので、会社が対
応について知っていることにも限りがあるでしょうという
考慮があるので、会社側がなんとか逃げ切っている例が多
いです。しかし、はっきり言って法律ですから、これをしっ
かりやっていかないと、会社は退職や解雇についての裁判
で負けることになると思います。一方で、障害当事者や労
働者が額面通りに受け取って「じゃあ戦う」とやっても上
手くいきません。それで私が今日話したいことは、対話に
ついてなのです。2016 年 4 月から施行され、全ての事業
主に義務付けられていますので、労働者を 1人でも雇って
いて、その方が障害者であれば対象になります。先に申し
上げますが、手帳を持っているかどうかは関係ありません。
さらには、診断を受けているかどうかも関係ありません。
もちろん判断は難しいかもしれませんが、それが要件では
ありません。そうなりますと、人を雇っている以上は知ら
なければならないことになります。

p

l

l

4
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　合理的配慮には差別禁止も含まれています。「差別はいけ
ません」ということには「均等取扱い」と「均衡取扱い」
があります。仕事場で職務を遂行することに影響がないよ
うな違いで区別をしたら、それは完全な差別です。ただ、
障害や疾病があるために職務に影響がある、仕事が同じよ
うにできない、制限があるという時に、それに応じた扱い
であれば良いということです。ポイントは、合理的配慮の
提供をしていることが前提なので、合理的配慮なしに職務
に影響があると判断する場合は差別になってしまうという
ことです。差別禁止は強力な法律なので、これで戦うこと
は諸刃の剣です。私は合理的配慮を非常にソフトな考え方
であると理解しておりますので、これを上手に使っていく
と良いのではないかと思います。

p

l

Ø

Ø

⇒

5

p

Ø ADA
reasonable 

accommodation”

6

　合理的配慮はアメリカの法律が起源です。「配慮」という
日本語は安全配慮義務の「配慮」と同じ言葉ですが、安全
配慮の方は英語に翻訳すると「ケア」になります。一方、
合理的配慮の英語は「Accommodation」と言います。分か
りにくい言葉ですが、家、住居という意味もあり、受け入
れる、受け止める、受容するというようなニュアンスがあ
ります。また調整するという意味合いもあります。

　先程も申し上げた通り、この文脈における障害者は障害
者手帳の所持者に限定されません。

p

7

l

8

　では、障害者はどう定義されているかと言いますと、「心
身の機能の障害があるために、長期にわたり、職業生活に
相当の制限を受けている者」とされています。ここでの「相
当」とはどの程度のことなのかよく分かりません。「長期に
わたり」というのも、どのぐらいの長さなのか分かりませ
ん。まだ裁判での判例が出ていませんので、色々な解釈が
あり得るし、行政の考えも今のところ明らかになっており
ません。ただ、参考までに申し上げますが、精神障害者の
手帳は半年間で取れます。ですから、極端に考えれば半年
で障害者と認定されることもあり得るし、治療中であって
も構わず、症状が固定していなければならないということ
ではないわけです。心身の機能の障害で、制限を受けてい
れば良いということです。がんで治療している段階でも該
当します。国が障害年金の受給を認めるのかどうか、国が
障害者の手帳を出すのかどうかは、行政の制度の問題です。
最後は国がその制度の設計の中で決めていることです。こ
の法律の合理的配慮の対象は、もっとモヤモヤとしたとこ
ろが対象になっていることを忘れてはいけないと思います。
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Ø

Ø

9

　心身の機能の障害には、がんや難治性疾患、高次脳機能
障害も該当します。これは限定列挙ではないので、どんな
タイプのものでも全部入ります。

p

10

　合理的配慮は、大学での学生に対しても関係があります
し、お店でのお客さんに対しても関係があります。しかし、
別の法律です。障害者差別解消法に出てくる合理的配慮で、
それは努力義務に留まっています。ところが、雇用におい
ては努力では足らず、明確な法的義務になり、提供しなけ
ればなりません。通常は「私は障害者ですから配慮してく
ださい」という申し出があって始まることとして色々なと
ころで書かれていますが、雇用においては、採用後はそれ
が要件に入っていません。なぜかというと、毎日仕事をし
ていれば分かってきますので要件にしていないのだと思い
ます。

Ø

⇒

⇒

11

　合理的配慮は、障害者手帳の所持や障害者雇用の話とは
広がりが全く違うので、人事・労務全般の課題として考え
ていかなければなりません。相手が障害者かどうかではな
いと思います。障害というのは個性でもあり、それぞれの
多様性ですから、そもそも障害者であるかどうかに関係な
く、仕事をする上でのハンディや制限、得意不得意が生ま
れるわけです。いかに本人の持っている潜在能力を発揮さ
せるか、一緒に働く時にその凸凹を上手く噛み合わせるか
という知恵が、人を雇って仕事をしてもらうためにとても
必要になっています。障害者雇用は、人を雇って働いても
らうチームを作っていく時の技法やテクニックのようなも
のとして考えるのが賢明なのではないかと思います。

l

→ 

12

p

16

Ø

13
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　合理的配慮の提供をせずに、仕事ができないからと解雇
すると、まだはっきり書かれているところは少ないですが、
解雇権濫用や休職期間満了での退職の有効性などに影響す
ると考えられています。裁判所もその考え方を示していま
す。ですので、侮ってはいけないと思います。

p
(i)
(ii)
(iii)

Ø

14

　ところが、合理的配慮には「事業主の過重負担なく」と
いう壁があります。いかにニーズがあっても、一方的に「配
慮してください」と言うと、たくさんのお金が掛かったり、
あるいは他の人に色々な迷惑が掛かったりするなど、支障
がある場合に、会社側が「それは出来ません」と言うこと
が出来ます。それでは、どのように調整したらいいのでしょ
うか。

p
l

l

Ø impairments

Ø social barriers

P performance
p potential i interference

15

　合理的配慮には、社会的障壁を取り除くという表現が使
われていますが、障害者を理解する視点として医学モデル
と社会モデルという言葉があります。障害学では障害者に
ついて、何か機能の障害があって、完全なものから足りな
いという医学モデルの見方ではなく、環境や対人などの関
係性の中で機能発揮が支障になっているという見方をしま
す。周囲との関係で考えるのが社会モデルです。そうなる
と合理的配慮も、周囲や環境との相性も含め、この仕事だ
と出来ないが、この仕事であれば上手くいくということも
合理的配慮として考えられると思います。

　合理的配慮を提供するためには、建設的な対話が必要だ
と厚労省の指針にも書かれています。この対話というのが
難しいところです。私は普段から精神や発達障害の方とよ
く話をするのですが、そこで顕著なのが、自分のどこにニー
ズがあるのかが本人もなかなか認識できていないことです。
もしかしたら難病やがんの方にも共通するかと思います。
つまり、どこかが痛い、手が痺れるなど、何らかの障害が
あるとしても、仕事において何をどのようにしてもらえば
どのような仕事が出来るのかが予め分からないのです。結
局、本人は「何か提供して欲しいことや配慮して欲しいこ
とがあればいってください」と言われても、分からないわ
けです。試行錯誤と対話の中で「これならどうか、あれな
らどうか」、「では、やってみようか」と、積み上げていく
しかないと思います。従業員側に「何か言って」と求める
のではなく、会社や事業者側からその対話を率先していく
必要があり、待っていてもダメということだと思います。

p

16

p

⇒

17
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　対話をすることは、とても意味があると考えております。
先程、会社側には求める仕事や結果が分かっていても、本
人にはそれが出来るのか、どこに支障があるのかが見えな
いと申し上げました。本人側からは自分はどんなことが出
来て、何のサポートがあればこれが出来るのかが見えない
わけです。これは、やはり話し合っていかなければいけな
いと思います。対話を通じて、個人も自分のことが客観的
に認識できるようになっていきますし、「これくらいなら
出来る」、「このことなら上手くやれる」、「これは出来ると
思ったけれど難しい」などと、具体的に自分が働くイメー
ジが出来るようになっていきます。労働者にとっては成長
が促進される効果、事業者にとっては発揮を妨げているも
のを見つけていくことになります。例えば、同僚同士の人
間関係や、硬直的なルール・制度などに我慢できる人たち
や、適応できる器用な人たちだけで働いていると職場の問
題性に気付くことが出来ないのですが、対話をすることで、
躓いてしまう人や、苦痛があって力を発揮出来ない人とど
のように働けるかということに事業主も気付くことが出来
るようになります。他の社員も実は我慢をしていたり、合
わないことをやっていたりして、本来の力が発揮出来てい
ないことは多々あります。それが人事としての課題なので
すが、こういったコミュニケーションに経営者や人事が慣
れると、他の一様に同じに見える社員にも様々な個性や制
約があることに気付けるようになってきます。そういった
話が出来るようになってきます。その結果、イノベーショ
ンと言っていますが、今までにないアイデアが生まれたり、
今まで発揮出来ていなかった一人ひとりの特技が発揮され
たりするようになってくる効果があると思います。

p

Ø

Ø

18

　合理的配慮提供義務は、会社側が一方的に何かを提供し
なければならない、また、労働者側もそれをしてもらうと
いう関係に見えてしまいますが、その前提として誠実に対
話することの義務が会社側にあるのではないかと考えてお
ります。病気や障害に関わらず、持っている能力を発揮す
るために何が必要なのか、何があれば仕事が出来るのかに
ついて、本人と誠実に対話をすることを会社側の義務とし
て考え、その結果として労働者側が「これなら出来る」、会
社側が「それであれば大丈夫です」という合意が取れてい
くことで、その人に提供する合理的配慮とは何であるかが
話し合いの中で纏まっていくことになると思います。
　そして、就業規則やルールもその人に応じてカスタマイズ
され、それぞれの人に合った働き方が作られていきます。就
業規則を金科玉条の如く捉えるのも良くないですし、あるい
は最初から色々と作り込もうとしても人によっては余計なお
世話になります。例えば、がんの場合も「私はがんを開示し
たくない」という人もいますし、それで甘えたくないという
人もいるでしょう。また、命を削ってでも働きたいという人
もいるでしょう。そこは一人ひとりの選択ですから、押し付
けるのではなく、話し合いのもとに選択していけるようにし
ます。就業規則やルールをいかに一人ひとりに合わせてカス
タマイズして作っていくかが重要だと思っています。

Ø

19

l

interactive 
process

Bultemeyer v. Fort 

Wayne Cmty. Sche., 100 F.3d 1281 (7th Cir. 1996)
―

2017 7 40 4 36
41 ADA

20

　アメリカでも Interactive	Process と言っています。合理
的配慮の起源の国であるアメリカでも会社側が積極的に働
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きかけることが必要だという判例が出ています。

p

Ø

Ø

21

　ここで、対話が相手に届くにはどうすれば良いかをお話
しします。私が行っているのはどのような仕事が多いかと
言いますと、問題のある社員を辞めさせるための仕事とい
うのが正直なところです。世の中では、退職勧奨を徹底的
にやって、退職強要になってしまうことが非常に多いです。
泣き寝入りになっている社員の方も多いと思います。裁判
になることはごく一部です。ところが、今のような誠実な
対話を繰り返し、しっかりやり尽くすことによって、自ず
と解決していきます。それを私はずっとやってきました。
私が前に出てやるのではなく、経営者や人事、上司が本人
とお話をするのを、私は背後で支え、コンサルティングや
カウンセリングをして、当事者間の関係性を変えていきま
す。上司も本人も変わるための触媒、あるいは演出をして
いるに過ぎません。
　先程の堤先生のお話にも、対話について、コーディネー
ターや共通言語、トライアングルなどの言葉が出てきまし
たが、色々な意味合いがあると思います。二者間がとても
大事なのですが、その二者だけで進めているとどうしても
対立や食い違いが埋まりません。そこを第三者が関係性や
コミュニケーションが進むように支援をします。それを私
は会社側でやってきました。その時にとても重要だと思う
のは、徹底した性善説です。例えば疾病利得と言われる問
題があります。病気になると、それで甘んじてしまう、あ
るいはそれを悪用する者がいると言われます。私が相手に
してきた方々には、いわゆる人格障害と言われるパーソナ
ル障害が疑われる人を操作したり、嘘をついたりすること
が多く、周りを混乱させる人がいました。そういった方でも、
逸脱行動などの表面のノイズに惑わされず、素の心をター
ゲットとして徹底して話しかけていくと、必ず相手が変わっ
てきます。それによって、またこちらも変わってきます。
今まで左回りだったものを右回りに変えることができるよ
うなことを多く体験してきました。ですので、諦めないで、
対話をする必要があります。対話は、ただ対応が優しけれ
ば良い配慮になるのではありません。まさに仕事をする場
は格好の場所だと思います。仕事をするのか、出来るのか、

何をやって欲しいのかという、仕事そのものを通じてコミュ
ニケーションをすることになります。働く人として時とし
て厳しい指摘や要求もします。これはむしろ率直に言うべ
きだし、しっかり分かるように伝えるべきです。それと同
時に、出来ると信じて、出来るようにするための配慮も同
時に提供します。この両方をやっていくことが必要だと思
います。これを複数の人で役割分担してしまうと、起こり
がちなのが、「あの人は良い人だけど、この人は違う」など
と本人の中で分裂してしまうことです。そうではなく、同
じ人が厳しい面も温かい面も含めてその人と向き合ってい
くことがポイントになると思います。

Ø

Ø

Ø

22

　私が行っていることをもう少し申し上げると、本人に徹
底的になりきるようにしています。そのためには、その方
の過去のエピソードや、メール、手紙を全部読み、心や出
会い、感じたことなどを一生懸命に想像します。同時に、
そこから一歩引いた裁判官のような立場の冷静な目で自分
の依頼者である会社側も含めて見ます。その極端な相手方
への没入と、引いて第三者として見ることをやりながら、
当事者同士で手を結べる、あるいはお互いに合意できると
ころをしっかり確認していきます。お互いに違う感じ方や
見え方をしているところを確認し合い、言い合っていきま
す。それが公正だと思います。
　合意をしようとしても、人間は「その通りだね」と腹の
底から合意することはなかなかできないのがほとんどだと
思います。しかし、自分はこう思う、自分はこう感じてい
ると言うべきだし、相手がそう言ったのも聞くべきで、そ
れはやりっ放しで良いと思っています。それで相手はそう
思っているのだと安心できますし、こちらの行動も選べま
す。当たり前のことかもしれませんが、これが出来ないた
めに、正しい同士で喧嘩になっていることが多いです。ま
た、期待を示し続けるのは、期待をすることとは違います。
期待をすると裏切られたと感じたり、あるいはその通りに
ならなくて頭にきたりします。期待を示すというのは、相
手のことを考えてやることです。
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　ストーリーとワクワクが大切です。少し不真面目な言い
方かもしれませんが、仕事や職場にはこれがないとつまら
ないと思います。例えば、最近保健師さんから伺った話で
すが、ある方が 60 歳で定年を迎えられた直後に大腸がんが
見つかり、色々なところに転移して、肝臓にも転移してい
るという状態だったそうです。それに対して、企業の人事
は「働いても大丈夫だ」という診断書を主治医からもらっ
てくるように言って、それから揉めて少し大変な状況になっ
てしまったということです。ところが、その方は職場にき
ちんと来て働けている状態なのです。ただ、いつ急激に悪
くなるか分からず、医学的にはさほど長くないという状態
だそうです。ところが、その方が職場で一番輝いているそ
うです。奥さんを早くに亡くされて、子どもも既に大きく
なられているので、最近もう一度結婚したいと非常に生き
生きとされ、その職場で一番輝いていると聞きました。や
はり、人間は命に限りがあるのを実感すると、自分に正直
になれるのかなと思います。私が障害者雇用や両立支援で
職場にもたらす効果というのは、このようなことなのでは
ないかと感じています。

23

p

l

l

24

　これは、大学で発達障害の支援をされている方がおっ
しゃっていたのですが、まずアスペルガーなどの病名を聞
かないそうです。その必要はないのです。何に本人が困っ
ていて、何に躓いているのかを、とにかく具体的に本人と

確認します。そのことにしっかりと時間を費やします。そ
うすると別に病名や診断名は必要ないのです。ある程度の
見立ては必要ですが、働く場で何が必要かを考えた時には、
まさに話をして具体的に確認していくことが大事です。そ
して、躓いて困っていることだけでなく、上手くいってい
ることや本人が大事にしていることを聞きます。それが、
その人が力を発揮するヒントになっていくとおっしゃって
いました。

p

l

l

l

l

l

l

!?
⇐

25

　最後は、働き方改革との関係をお話しします。労働時間
を中小企業で制限するのは並大抵のことではないと思いま
す。しかし、それを待ったなしでやらないとどうしようも
ない状態なので、荒療治で変えるという改革だと思います。

　なぜ長時間労働がいけないかと言いますと、病気の治療
も含めてですが、人が人として生きていく時の様々な価値
が働くことによって損なわれてしまっているようでは困る
わけです。また、中には我慢して働けている人もいますが、
本当に働けない人が数多くいます。病気も然り、障害者も
然り、育児・介護を抱えている人も然りです。そのような
人たちがやりがいのある労働に参画できるようにするため
でもあります。長時間労働を止めなければならない理由は、
この 2つに尽きると思います。過労死、過労自殺は、安全
や健康の問題です。

p

26

－172－



これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会　第 2回「中小企業における両立支援の進め方」報告書 17

II　　｜基調講演｜　中小企業経営者が治療と仕事の両立支援を進めるメリット、避けるデメリット

　なぜ働き方改革を政府が本気でやろうとしているかとい
うと、これをやらなければ日本経済は恐らくどうしようも
ない状態になっていくからです。労働力の減少が挙げられ
ます。ただ減少するだけでなく、多様化します。そうなると、
効率を追求するだけでは労働生産性はこれ以上向上しない
ので、たとえ効率が悪くても多様性をいかに活かしきるか
という、ダイバーシティ＆インクルージョンを強力にやる
しかないと思います。

p

l

l

l

27

p

28

　今回の働き方改革には、9つの項目があります。下線部
分は、全てダイバーシティ＆インクルージョンの課題です。

p

u

100

u

29

す。先程、働き方の望ましい姿として「発揮」という言葉
を申し上げましたが、インクルージョンとは、自分のあり
のままをオープンにすることを躊躇わず、発揮できる状態
にすることです。会社側から見るとインクルード＝包摂し
ているということになります。単にそこにいるというのでは
なく、会社に貢献できるようにするのがインクルージョン
です。

　本質は全てダイバーシティ＆インクルージョンにありま

p

l Google
2016 2 25

Ø

psychological safety
u

u

30

　それを実現するには心理的安全が欠かせません。心理的
安全とは、まさに会社で被っている仮面を脱いで、本当の
自分をさらけ出しても大丈夫なのだと信じられる状態のこ
とです。この状態を職場にどう作っていくかが重要です。
障害者雇用然り、両立支援然りで、生身の人間が在りのま
まで一人ひとり違うのだということを職場で実感する場が
無いといけません。これは会社側、経営者の話だけではなく、
労働者側の話でもあります。同僚としても、皆それぞれ一
生懸命に無理して仮面を被っているので、そこに仮面を被
れない人が来ると気に触るというのが本音の話です。経営
者は、職場の人が上手く受け入れてくれず、皆が不安を持
つと言いますが、結局その状態を作り出しているのは経営
者です。皆に一生懸命に仕事用の仮面を付けさせているか
ら、その仮面が付けられない人が来ると、排除しようとし
ます。このような構造が職場にあると思います。

p
Ø

Ø

Ø

l

l

31

　本当の自分をさらけ出して「こういうことが出来ないの
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だけど、手伝ってくれませんか」と全員が言えるような組
織にしていかないといけないと思います。

p

l

l

32

　そのような状態を作っていくためにダイバーシティが言わ
れますが、ダイバーシティーと言うと女性や外国人の登用が
進められます。ところが、適応できる器用な人は馴染んでし
まっているので、なかなか日本の職場は変わらないのです。

p

WHY? ⇒

33

　いかにそれを変えていくかと言いますと、極論ですが、
適応できない人や適応能力の低い人にあえて職場で皆が合
わせるということが行われないと、私は変われないのでは
ないかと思っています。

WHY? ⇒

34

　ドミノ倒しと言っているのですが、障害のある人をチーム
のメンバーとして受け入れ、そしていかに戦力として発揮
できるようにするかを考えていくことが必要だと思います。

l

Ø

Ø

Ø ⇒
Ø

Ø

Ø

Ø

35

　その効用としては、スライドに挙げた点が考えられます。

l

l

l

36

　「制約のある社員」とは病気や育児、介護などを抱える社
員ですが、フルタイムで会社に縛り付けられたり、「どんな
仕事でも出来ます」と言ったりすることなく、時間や場所に
制限がある社員がどんどん増えています。実はほとんどがそ
うした状況にあるのではないでしょうか。ところが日本の雇
用制度では、正社員を前提としてフルタイムで残業が出来る
のが一人前の社員だと考えられています。この状態が続く限
り、その通りではない人がどんどん増え、当てはまらなくなっ
てきています。ですから、全員に制約があるという前提で職
場を作っていかなければなりません。よく言われるのが、配
慮していくと、先程の疾病利得と同じで、例えば育児休暇を
取った後に辞めてしまう社員が出てくることです。産休・育
休を取り、職場に戻ってくるかと思ったら辞めると言われ、
会社としては制度を乱用されているように感じて苦々しく思
うという実態もあります。それは確かにあるのですが、私は、
そういった方が職場で配慮を一方的に受けるような立場に押
し込められているがゆえに、働くことについての野心が削が
れたり、押さえつけられてしまったりする結果なのではない
かと感じています。
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　そういった意味で、我慢大会の中でついて来られる人だ
けでやっている限り、脱落する人が出てしまいます。です
ので、敢えて制約がある人を戦力化することを全員が取り
組むようにします。例えば育児や介護などの制約がある人
が、配慮してもらえる立場だけでなく、他の弱い人に対し
て配慮したり、助けたりする立場もやらないと、なかなか
お互い様になって一人ひとりが成長していけません。障害
者雇用は本人のためにやるのではなく、他の社員を成長さ
せるために敢えて経営者として挑戦し、取り組んでいくこ
とに意味があるのだと思っています。

Ø

Ø

Ø

37

38

≠ ⇄

　先程、インクルージョンについてお話ししましたが、労
働者側から言いますと、仕事に参加するということです。
それは、自立であって、孤立ではないと思います。自立と
いうのは、人に助けを求めることができ、同時に人を支援
できることです。この関係性を持っていない人は、ただ孤
立しているだけです。これがインクルージョンの効果とし
てあると思います。

　障害があるがゆえに企業に価値をもたらすこととして、
障害者と一緒に職場で働くだけでも周囲の社員が優しくな
ると同時に逞しくなっていくことがあると思います。特に
精神疾患や発達障害などの障害者雇用に一生懸命取り組ん
でいる会社では、メンタル不調の方の職場復帰の結果が良
いそうです。要は、一人ひとりが制約を抱えた弱い存在だ
ということを前提に、互いに依存して支援し合う関係を作っ
ていくことが重要であり、それがこの両立支援における経
営にとっての意味合いだと思います。

p

l

l

l

39

p

2017 6

40

　よく「病気の人を働かせて、安全配慮義務上は大丈夫な
のですか」と聞かれます。確かにその方がどういう状態で
あるかを知ろうとしないで放置していたら、明らかに危な
いです。しかし、対話をしてそのリスクの情報を共有し、
協力してそれをコントロールすれば、免責されます。安全
配慮義務は結果責任ではなく、リスクをコントロールする
義務です。これは、近畿大学の三柴先生が安全配慮義務を
そのように定義されています。
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　合理的配慮提供義務のインパクトとして、一定のリスクを
抱えた社員を職場に受け入れて、仕事と両立させていくと
いうことが求められているので、安全配慮義務も解雇回避
努力義務も両方が高度化しています。何とか折り合いをつ
けていくことが、今の経営には求められていると思います。

p

l

4 6 (1) (3)
2017 5 7 9

41

⇒
≒

2
⇒

42

　単なる支援者となる話ではなく、経営者がコミットして
いかなければいけない課題です。最もサポートすべき人事
や労務が、単に労働法や規則の話ではなく、医療や心理、
福祉の専門家とのネットワークを強めて、本当の実力をつ
けていく必要があると思います。

p

p

p

43

　私が今までやってきた仕事もそのようなことですし、役
割は広がっています。

+
/

+
/

+
/ /

+ HR
IT AI

44

45

l

l

Ø

Ø

Ø

p
l

l

l

l

l
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l
http://sanpokai.umin.jp/

l ( ) 
/

http://www.oshlsc.or.jp/

l

l

47

　戦わずして勝つということが、本当の予防フォームです。
紛争を起こさないためにも必要になってきます。そのため
に私も対話のサポートをしています。
　以上です。ご清聴ありがとうございました。

2016 10 2017 10

!
12 2017 10 12

2018 Vol.26 No.3

http://www.torikai.gr.jp/author/ke-kojima

48
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	 	 森本産業医事務所　代表　	 森本	英樹（医師・社会保険労務士）　	

シンポジウム 1

産業医 兼 社会保険労務士の立場から

　私は森本産業医事務所という産業医専業の個人事務所を
立ち上げて、月曜日はこちらの会社、火曜日はあちらの会
社へという形で産業医をしております。他の先生方と違う
自分の売りとして、社労士資格も持っております。実質的
には社労士としての仕事はしていないのですが、産業保健
と社労士の先生方との橋渡しをしたいと考えておりまして、
その活動の一環で研究していることも含めてお話しさせて
いただければと思っております。

III

2018 12 22

( )

•

•
96.7%
56.4%

•

2016

	 なぜ社労士に着目するのか
　なぜ産業医なのに社労士の資格を取ったのか、なぜ社労士
のアピールをするのかについて少し説明したいと思います。
　今日参加されている方は、かなりの方が社労士や産業保
健職の方だと認識しております。社労士はいわゆる労務管
理や労務関係の法律、社会保険法、労働保険法の専門家で、
国家資格なので一定の知識や経験は担保されています。小
規模事業場への関与では、例えば産業医の場合は 50 名以上
でないと基本的に選任されません。例えば私は 50 名未満の
会社にも行きますが、それはメジャーとは言えないところ
です。一方で、社労士の先生方は 10 名以上の会社であれば
就業規則が必要ということで、かなり小さい会社へも行か
れています。実際に社労士の連合会による過去の調査では、
企業側の社労士の認知度は 96.7% となっていまして、実際
に 56.4% の企業で活用されています。ですので、その辺の
活用度が違います。社労士は就業規則のプロフェッショナ
ルでもあるので、具体的な働き方や賃金等と非常に密接し
て動かれている部分もあります。個別の具体的な働き方へ
の関与についても、会社への顧問対応として出来るところ
も注目点の１つと考えております。
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OH (n=103)

2014

　こちらは 2014 年発表ですので、2013 年頃の調査データです。今から 5年程前に、社労士の先生に「今まで産業保健分野でど
んな相談を受けたことがありますか」という調査をしています。私の講演に来た方にチェックしていただいているので、当然関
心がある人が集まっています。このため、若干偏りがあるという前提で見ていただければと思います。労働時間管理に一番多く
関与されています。5、6年前の時点で「メンタルへの関与をされている」、「健診や法令・コンプライアンス、労災対応などに既
に関わっている」に◯を付けられた方がいて、正直私としては衝撃的でした。私自身が社労士の資格を取得したのが平成 19年で、
事務指定講習を受けたのが 20年、登録はもっと後になります。ずっと色々な社労士の先生とお付き合いしてきましたが、まさか
ここまで既に関与しているとは思っておりませんでした。なお、この当時は障害者対応の経験は 5人に 1人といった状況でした。

( )

25;273-282(2018)

1
15.6%

2
23.4%

3
13.9%

4-5
17.6%

6-10
16.0%

11-20
10.2%

21-
3.3%

46.7%

4 (2-10 )

　その後、毎度いろいろな調査をしていきながら、現状把
握をしながら、一緒に社労士の先生と歩んで行こうと考え
ております。社労士のメンタルヘルスの相談経験、これは
2018年の発表ですが、2015年から2016年の頃に取ったデー
タであったと思います。既にメンタルの相談を 1回でも受
けたことのある人は、46.7%、開業だと 50%を超えていま
した。勤務だと若干少ないです。相談を受けた人は、今ま
で何件相談を受けたことがありますかと聞きましたら、1
件から 3件の人が半分で、まだまだ相談が少ないのが現状

ではありますが、21 件以上もおられるという状況です。相
談経験は、まだまだ少ないと正直思っています。しかし、
逆に言えば、メンタルの相談を 1件も受けたことのない社
労士の方が少ないのだという時点まで既にきていると実感
しております。

59;388. 2017

　今日は、こちらが本題になります。いわゆるメンタルも
両立支援の１つですが、2016 年頃に取った「両立支援の経
験を持った方はどれくらいおられますか」というデータで
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す。「経験あり」が 17.7%で、6人に 1人ぐらいのイメージ
ですが、その方々は既に色々な相談経験を持たれていると
いうことです。相談を受けた回数は少ないです。「1回〜4回」
で 63.7% が最も多く、「10 回以上」は 13.6% になっており
ます。これからお話ししますが、私は色々な社労士の先生
にインタビューをして、両立支援のことについてどんなこ
とをされているか聞いています。それらの先生から話を聞
くと、既に 200 件を超えている先生もいらっしゃいました。
その 200 件の中には、1人の人の相談が何件も入っている
のかもしれませんが、それだけ多くの経験を持たれている
先生も出ているのが事実です。ある意味メンタルよりも両
立支援の方が、数少ない先生がたくさんの経験を持たれて
いるのではないかと、最近実感している次第です。

　では、具体的に社労士の先生が両立支援にどう関わって
いるかと言いますと、今のところ 4つに大きく分かれると
感じております。1つは、いわゆる勤務社労士の先生方で
す。社内の人事・総務部門に勤務し、休業者の対応の中で
両立支援も関わっています。がんやメンタルなど、色々な
パターンがあると思います。もちろん、企業の規模によっ
て内容が違うとは思います。下の 3つは、どちらかと言え
ば開業の社労士の先生方のイメージです。開業社労士とし
て、顧問先の休業者の対応を受けています。いわゆる従来
型で、これからも続くと思います。3つ目は、各都道府県
の社労士会の社会貢献事業の一環として、がん拠点病院に
月に 1回程度訪問されて、患者さんの相談を受託している
というパターンです。最近かなり増えてきているようにお
見受けします。4つ目は、産業保健推進センターの相談員
や推進員として、両立支援の相談を受託しているパターン
です。色々なパターンの関わりがありますので、どのパター
ンだとどう関わっていくのが多いのかなどについても深め
て知っていきたいと考えています。

•

•

　インタビューで「どう関与しているのですか」などを聞
きました。かなり色々な関与をされていて成功事例が出て
いますが、社労士会の場合は、各都道府県単位での活動で
して、全国的にどう関与しているのかがよく分からない部
分がありました。今はインタビューした人数が 5人から 6
人なのですが、20 人くらいまで何とか増やしていきたいと
思っております。

•

•

•
GLTD

　インタビューで出た話をご紹介します。社労士の先生方
は、どのように働くかなどの就労相談、休業中の諸手当や
傷病手当金などの社会保険、障害年金や遺族年金などの年
金などにおいて色々な関わりを持っています。よく聞いた
話の 1つは、社労士が労働基準法を知っていて、短時間勤
務制度の導入など事業主である社長と直接話をしながら、
それぞれの規模に合うような制度を人に合う形で入れてい
けることは大きいのではないかということです。複数の先
生から話が出ています。そして一風変わったことかもしれ
ませんが、お金のことが大事になってきています。どうし
ても退職せざるを得ない方もおられますので、治療費や生
活費を工面するために、傷病手当金でカバー仕切れない部
分を GLTD といった保険を入れてみたらどうかと提案して
成功している事例があります。
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III　　｜シンポジウム 1 ｜　産業医 兼 社会保険労務士の立場から

•

•

•

　また、とても良いなと思いながら伺ったのが、やはり就
労継続出来るのであれば就労継続の選択肢を提案すること
です。診断されたから直ぐに辞めるのではなく、働けるか
どうかをきちんと模索していくことが大事ですし、働くこ
とは社会との繋がりを必ず維持することになるので大事な
ことです。とはいえ、どうしても就労継続が出来ないこと
はありますので、そういう時には就労支援施設を使うこと
もできるのではないかと考えて、そのような部分にも手を
入れているという社労士の先生もおられました。それから、
障害年金を受給すると就労の意思が無くなるのではないか
と、いわゆる疾病利得に関わるのではないかと思われるこ
とが多いのですが、障害年金に詳しい先生から決してそん
なことはないという話も伺うことができました。障害年金
で、例えば 10 万円ほどあれば、残りの生活費 5万円を稼ぐ
ために「5万円分働くくらいなら自分も社会に関与できる
のではないか」と考えられるようになり、稼ぐ必要額が少
なくなるからこそ逆に働けるパターンもあるという話も聞
いております。これもとても良い話だと思いました。

•

•

•

　悩ましいところですが、社労士単体で出来ることには限り
があります。それはもちろん医者に出来ることに限りがある
のと同じです。社労士は医療が分からないから、その部分
は誰かにサポートしてもらう必要があるのではないかと、看
護職やソーシャルワーカーが入ることの重要さも出てきまし

た。お金のことが解決できないので、ファイナンシャルプラ
ンナーにも入ってもらうと良いのではないかという意見もあ
ります。困った時に専門家に繋ぐのも1つの方法ですが、最
初から同席して連携していくことでお互いの強みが見えるか
らますます良い回転になっているという話も出ていました。
引き続き皆様にも還元できるような形でインタビューの内容
をフィードバックしていければと思っております。

　私が今、考えている両立支援に必要な要素です。これが
1番お伝えしたいスライドです。医学・看護学の知識が要
りますので、ここは基本的に主治医に持ってもらい、一部
は産業医が関与していくのではないかと思います。例えば、
がんや難病の場合も心理の部分をカバーしていかないとい
けません。精神科の先生や公認心理師、精神保健福祉士な
どが関わってくるのではないかと思います。働くことと労
務管理は、人事と社労士の先生がきちんと関わることが大
事ですし、産業医の先生の関与も大事になってくると思い
ます。社会保険制度やお金のことに関しては、ソーシャル
ワーカーやファイナンシャルプランナーが必要です。これ
らを 1人で進めるのは絶対に無理なので、自分はどこがカ
バーできるか、カバー出来ないところは誰の助けを借りる
かを上手くクリアにしていくことが何より大事ではないか
と私は思っています。

( )

•
–

–

–

　各関係者にお願いしたいことです。当事者に関しては、
キーワードの 1つはヘルスリテラシー、つまり自分の健康
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情報をきちんと知るということです。それを周囲に伝えて、
困った時は「困っています」、問題ない時は「私はこれが大
丈夫です」、「こういうところで働けます」と、きちんとコ
ミュニケーションを取って伝えることが必要だと思います。
周囲を巻き込みながら、1回伝えたら終わりにするのでは
なく、複数回小まめに伝えないとなかなか伝わらない部分
もあるのではと思っています。

　人事労務担当者に関しては、労力を発揮できるのに働け
ない人、1日 8時間、週 40 時間勤務が出来ない人をどうす
るかが課題だと思っております。何十年も前は、女性が働
くとなったら学校の先生か看護婦かバスガイドをやるかし
かなかった時代があったと思います。ですが、今はもう女
性が働くのが当たり前となって共働きの家庭が多くなって
います。保育所の問題などがありますが、そのような状況
があるように、1日 8 時間は働けないけれど働く能力はあ
る人が働くことが、徐々に自然と多くなっていく世界が必
ず来るのではないかと思っています。先程も話に出ました
が、高齢者就労や障害者雇用、子育て中の従業員というのは、
やはり似ているのではないかと思います。これからどんど
ん人手不足になりますので、医学的な視点は産業医、労務
管理は社労士が活躍できるのではないかと思っています。

•
–

1 8 40

–

–

•
–

–

–

　社労士の先生に関しては、メンタルや両立支援に関連す
る退職手続きでしか関わっていないことが現実的には多い

　産業医に関しては、両立支援のガイドラインがきちんと
ありますので、その様式を使うだけで随分やりやすくなる
と思います。また、がんの方が目の前にいる時に、「病院の
両立支援センターに行ってみてください」と言えるかどう
かが第一歩になると思います。その辺りが上手く広がって
いければ良いと思っております。
　以上です。ご静聴ありがとうございました。

•
–

–
or

–

と思いますが、徐々に就業規則の部分も含めて、関与でき
ると思います。両立支援は必ずしも障害年金が出来ないと
いけないわけではなく、障害年金に詳しい先生に時折相談
すれば良いと思いますので、ネットワークの中で上手く出
来れば良いと思っています。
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IV　　｜シンポジウム 2｜　衛生管理者・人事の立場から

	 	 合同会社アール　CEO　	 對木	博一

シンポジウム 2

衛生管理者・人事の立場から

　對木と申します。私は企業に 32 年おりまして、ずっと人
事畑におりました。今は独立して色々なことをしておりま
す。詳細は時間の関係で割愛いたします。

IV

a-ru

����������������������������
����:����������������������

a-ru a-ru

2

a-ru

a-ru

　本題に入ります。今日は中小企業のための両立支援の進め
方というお話ですが、私は一部上場の会社に勤めていました
が、その子会社、孫会社はいわゆる中小企業です。孫会社に
なると海外も含めて零細に近いので、それをイメージしてお
話しする方が良いと思いました。
　ご存知の通り、企業サイドと労働者サイドの間に両立支援
という考え方がありますが、実は今までもありました。例えば、
人工透析の方や、慢性的な肝臓・腎臓の疾患の方、メンタル
ヘルスの方などに対して企業は何もやっていないわけではあ
りません。病気の方への就労配慮はもちろんやっています。
就労禁止も１つの配慮ではあります。企業サイドが治療サポー
トのために就業を配慮すること、労働者サイドが働きながら
治療に専念して継続して働くことには、色々なメリットとデ
メリットがあると思います。背景には一億総活躍時代である
ことと、高齢化で企業が労働力不足であることなどがありま
す。先程話に出てきましたが、、働く人は少ないですが、逆に
商品を作っても今度は買う人がいないのです。当面は海外消
費に頼りますが、インドや中国でも人口減少が懸念されます。
少子高齢化という背景もあり、会社としては労働力不足です。
しかも、今までは優秀な人材が来ましたが今は来ません。人
がいないので当然です。言い方は悪いかもしれませんが、体
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力がある魅力的な企業に学生が優先的に行ってしまいます。
高齢者の雇用継続とともに、年金支給は65歳からになってい
ます。労働者サイドからすると、60歳で定年になってその後、
病気等の生活不安要因が出てきたら、年金支給まで働かなけ
ればいけないので不安が重なってくることになります。がん
の場合は、過労と共に発症していくリスクは高いのだろうと
思います。小島先生からのお話にも出ていましたが、企業と
しては安全配慮義務、そして本人にも自己保健義務が課せら
れています。こういった関わりの中でやっていかなければなら
ないだろうと思います。

　仕事のモチベーションとストレスについてお話しします。
ハーズバークという学者の動機付け衛生理論です。会社で
は、賃上げを行う、休日日数を増やす、管理監督者との関係
の改善が施策の中心となりますが、元々不満であった問題が
解決しても「よし、給料が上がったから明日から頑張って仕
事しよう」という意識の高まりにはつながりません。むしろ
仕事に対する達成感や仕事をしている本人が承認されている
かどうかが重要です。先程も仕事へののめり込みの話が出て
いましたが、要は仕事そのものへの没頭、ある程度責任を任
せるような人の使い方をすることによって、動機づけ要因が
上がり、仕事の満足度や仕事に対してのアプローチが積極的
になっていきます。そして、自分が面白い仕事や満足のいく
仕事をするためには、自ら健康も自分で守っていきます。こ
れがワークエンゲージメントの考え方です。

　具体的な例を１つ挙げます。例えば、製造現場でベテラ
ンの方が 50 歳を迎える時にがんを発病し、両立支援を適
用して就業配慮を受けます。ラインの組立作業一筋の大ベ
テランです。今日は産業医の先生もいらっしゃると思いま
すが、「負荷が少ないように軽易な作業をさせて下さい」と
いう指導は少なくありません。。ライン作業で軽易な作業と
いうと、ラインの横にいる事務などで、パソコンを見なが
ら伝票処理をするような作業です。どうでしょうか。社労
士の方も産業医の先生も保健職の方もいらっしゃいますが、
例えば看護師の方がいきなり「事務職をやれ」と言われたら、
どのように思いますか。一見すると、配慮して簡易的な作
業につけることになるのですが、初めてのライン外の間接
業務であり、体は楽だけれど仕事は慣れないので非常に神
経を使ってしまうわけです。慣れない PCと格闘し、文書を
作らなければなりません。ライン一筋でしたから、自らの
能力を発揮できないし、面白くないし、苦痛で、むしろス
トレスが溜まります。ストレスとがんの因果関係は分かり
ませんが、心身一如と言いますから、悶々としていると恐
らく病気にも良くないと思います。
　では、どのように軽易作業を考えるべきでしょうか。例え
ば、ラインの中で軽易作業はないのかと考えます。今までずっ
とラインの業務でしたから、仕事の内容や流れはよく理解し
ています。ライン業務の工程もよく分かります。工程という
のは、ここでビスを止めて、次の人が半田づけをして、次の
人が検査をしてという流れで、これをよく分かっています。
ラインに関係する仕事ならば仕事の疎外感もないし、本人に
とっても全く新しい仕事というわけではありません。ただ時
間や責任の制約に配慮することで、様々なストレスから少し
緩和されます。
　一度簡易的な事務作業側に外されると戻って来られない
のではないかというイメージがあります。「あなたはがんで
すね、がんは数カ月で治る病気ではないですね」と言われ、
5年生存率という話があるので最低でも 5年は外れること
になるというイメージです。しかし、5年もラインから外
れてしまったら、戻ってもなかなかラインの速度について
いけません。むしろ、本人に力を発揮してもらうためには、
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IV　　｜シンポジウム 2｜　衛生管理者・人事の立場から

　最後に大企業と中小企業の違いについてお話しします。
一言で言うと、組織が小さい方が非常にラジカルに物事が
動きます。組織がシンプルで意思決定が早いので、日常の
変化に直ぐに対応できます。大きな会社では、稟議書を回

a-ru a-ru

6

なんとかライン業務に関係した仕事についてもらいたいと
思います。それが本人のためだけでなく、ラインのために
もなるのではないかと思います。

して「あそこの部は良いと言っているが人事がダメだ」な
どとなるようなことはよくある話です。大きな会社では 2
カ月経っても結論が出ていないことなどがありますが、中
小企業では 1〜 2日で社長がOKすれば直ぐ結論が出ます。
私がここで一番言いたいことは、とにかく人事課長や総務
部長など、人を束ねる部門の管理者をしっかり育てて下さ
いということです。労務的な側面と労働衛生の両面から、
人材をどのようにマネジメントするのか？両立支援を行う
ことで、従業員と企業がWIN-WIN の関係を構築する。その
ために、衛生管理者は産業医と同じく会社の中で選任義務
がありますから、労基署に選任報告の義務があります。そ
して衛生管理者をどのように使っていくかは、産業医から
も求められています。また、先日も社労士の方とお話しし
たのですが、毎日会社に行っているわけではないので実態
がよく見えないということなので、協力し合っていければ
と思っています。
　以上で終わります。企業は内外の専門家を使って生産性
と健康確保に向かってコーディナートを行うことが重要な
責務であるとは言うまでもありません。ありがとうござい
ました。
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シンポジウム 3

企業外労働衛生機関の立場から

	 	 京都工場保健会　　理事
	 	 産業医科大学　　　産業衛生教授　	 森口	次郎

V

　京都工場保健会の森口と申します。どうぞ宜しくお願い
いたします。私は、中小企業の産業医という立場で仕事を
しております。労働衛生機関の所属で仕事をしております
ので、その立場からお話しさせていただきます。
　我々の研究班は、労働衛生機関が比較的小さい会社から
色々な相談を受けることが多くあります。国としては、地
域産業保健センターが小規模企業に合う機関となっており
ますが、実際は困ったことがあると、健診の窓口をやって
いる我々の渉外職などにちょっとした相談をするケースが
多々あるように思います。そういう意味では、社労士に近
い存在かと思います。そのようなことを踏まえて我々の研
究のことをお話ししていきたいと思います。

• 2017

• 2018
–

–
2

　今日ご紹介する内容です。全国労働衛生団体連合会（全
衛連）で昨年度行ったアンケート調査の結果の一部をご紹
介します。全衛連は、労働衛生機関の精度管理等を束ねて
いるような機関ですが、そこにお願いして全国の労働衛生
機関にアンケート調査を行いました。また、その結果に基
づいて取り組んでいる労働衛生機関向けのツールを中心に
お話しします。

2018

•
– 2018 1 19

10 111
•
– 2018 3 19 66

59

　昨年度行った調査についてご紹介します。全衛連の会員
で、私達と比較的関わりが深い 10 機関については、実際に
訪問してインタビューを行いました。それを除いた 111 機
関には、アンケートを郵送しました。回答率は 59%です。
このアンケートは、健診機関として実際に治療と就労の両
立について今どんなことが出来ているか、あるいは外部支
援の機会について調査したものになります。
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V　　｜シンポジウム 3｜　企業外労働衛生機関の立場から

•

•

　その結果の一部です。「両立支援の取り組みで実際に今ど
のようなことが出来ていますか」とお聞きしています。「両
立支援に関する研修をやっていますか」に関しては、「現在、
組織として取り組んでいる」という回答は 7.6%と少なかっ
たです。ただ、「今後、組織として取り組みたい」という質
問には、40%以上の機関が「取り組みたい」と回答しました。
その他、比較的高かったのは、「事業場（会社）の担当の方
や人事総務の方等から相談があれば、それに応じて対応す
る」との回答です。これは、比較的高くて意欲もあるとい
うことでした。スライドには示しておりませんが、同じ様
に「労働者個人から相談があれば、それに応じる」も高め
の比率でした。その他は、「企業の体制作りのお手伝いや何
かツールを提供している」についても、意欲は結構高いと
いう結果でした。ですので、健診機関、労働衛生機関はま
だそれほど両立支援の取り組みが出来ているわけではない
のですが、前向きな考えはあることが分かっています。

やって欲しい」という意見もありました。あるいは、「疾病
を疑う所見のある健診の受診者向けの情報提供があるとい
いのでは」というところも比較的高い数字を得ております。
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　では、健診機関、労働衛生機関として両立支援を推進し
ていくためには、外部からどういった支援があったら後押
しになるのでしょうか。その質問のまとめですが、やはり
「医師や看護職の専門職に向けて研修をやって欲しい」とい
うのが 1番高かったです。2番目は私達が注目したところ
なのですが、労働衛生機関の経営層の理解がないと進みに
くいという感覚があるようで、「経営層向けの教育や啓発を

　こちらは別の研究から引用しておりますが、私達が 2014
年に行ったメンタルヘルスの小規模零細事業場の取り組み
の実態についてまとめた調査です。ご覧頂きたいのは、企
業規模ごとに分けて見た結果です。2〜 9人規模、10 〜 49
人規模という非常に小さい規模の企業の経営者から頼られ
ている外部機関は、労働衛生機関や社労士という結果になっ
ていて、どうやら我々や社労士が頼られているようです。
それから、労働衛生機関の窓口は産業保健職ではなく、渉
外職が御用聞きのような形で行きますので、色々と頼られ
ているようだと分かりました。私達のところもそうですが、
健診機関の経営層の 6、7人のメンバーの中に渉外出身が 2
〜 3人います。ですので、彼らが若いうちから両立支援に
関心を持って頑張ってくれると、いずれ非常に良い方向に
行くのではないかと考えております。
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　これは今回の調査結果ですが、支援を得たい外部機関と
して、産業保健総合支援センターが非常に高いという結果
になりました。
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　以上のような結果を踏まえまして、渉外職の理解が高ま
ると良いのではないかと考え、労働衛生機関の渉外職が関
わる小規模事業場の両立支援を助ける内容の漫画を作って
います。労働衛生機関の教育に役立てていこうと考えてお
ります。

•

•

–
–

10
•

•

•

9

　健診の受診者に対して何かツールを提供すると良いので
はないかと申し上げましたが、実際にインタビューの中で
疑い所見がある人に対して「あなたには疑いがあるけれど、
もしこういう病気の確定診断がついたら両立支援がありま
すよ」と話をするのは、かえって不安になるのではないか
という意見が結構寄せられました。私達としても確かにそ
うだと思うところがありまして、逆に全受診者向けのツー
ルを作るのが良いのではないかという意見が出ました。

　既に病気と診断された方向けの「両立支援カード」があ
りまして、先程の神奈川モデルでも広く活用されておりま
すが、私達はこれを活かして健診・検診の受診者向けの両
立支援カードを開発しています。スライドのカードは叩き
台の段階なので内容が粗いのですが、「あなたの周りに悩ん
でいる方がいらっしゃったら」とか、「あなた自身がいつか
そういう時のために覚えておいてください」と、一般の方
の予備知識向上に役立つような両立支援カードを作ってい
こうと準備を進めております。

•

–

•

•

　ご紹介したように労働衛生機関では、顧客向けの両立支
援サービスがある程度始まっています。そして意欲もある
ことが確認できました。この研究班では、それを後押しす
るツールを幾つか用意して、取り組みを促進していきたい
と考えております。
　ご清聴ありがとうございました。
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VI　　｜シンポジウム 4｜　当事者の立場から　<1>

シンポジウム 4

当事者の立場から　<1>

	 	 一般社団法人	全国心臓病の子どもを守る会

	 	 	 	 会員　　吉田	夏未

VI

2

u

u

u

u

　全国心臓病の子どもを守る会の吉田夏未と申します。今
回は、患者の立場から就労・就活の体験を中心に、皆様に
お話しできればと思っております。よろしくお願い致します。
　本日の講演では、私が就職活動や実際に働いてみて感じ
たことをお話しさせていただきます。

　まず簡単に自己紹介をさせていただきます。私は 1993 年
に完全大血管転位症、肺高血圧症で生まれ、生後半年と 1
歳半の時に手術をしております。その後は、運動制限はあっ
たものの、みんなと同じように学校に通っていました。小
学校 6年生の 12 月に喀血をしてしまい、在宅酸素療法が必
要になりました。その後は、通院が月１回になってしまっ
たり、母に送り迎えをしてもらったりと、前よりは制限が
きつくなってしまいましたが、普通級のまま、中学、高校、
大学と進学しました。大学受験の際は、公募推薦で身体の
負担が少ないように受験をしました。大学卒業後、新卒で
保育園の運営会社に障害者雇用で入社し、昨年の 12 月から
大手の求人広告代理店に勤務しております。

u

u

1993

1993

1994

2005

u

2016 2017 7

2017 12
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u

u

u

　仕事を探す上で苦労したポイントについて、3点ほど挙
げさせていただきます。まず、家の近くに障害者雇用をやっ
ている企業が少なかった点です。私は神奈川県の小田急線
沿いに住んでいるのですが、駅近くとなると企業が少なく
なるため、都内まで出るか、横浜や川崎の方まで通わないと、
企業を探すこと、ましてや障害者雇用でとなると少ないの
が現実でした。現在は新宿まで通っております。色々な方
に「遠くないですか」「体力的に大変ではないですか」と言
われますが、乗り換えなしで行けるので私にとっては十分

u

u

u

⇒6

	 就職活動について
　それでは、本題に入らせていただきます。最初は就職活
動についてお話しさせていただきます。今回は、就職活動
のフローの中で、私が企業へ障害について説明した時の方
法を紹介させていただければと思います。私は、まず応募
前に一回企業に電話で障害について相談したり、あるいは
メールなどで先にコンタクトを取ったりして、その時点で
あまり感触の良くない企業は省いていました。私は、一般
の求人サイトやホームページで見つけて応募することが多
かったので、書類を送る際は必ず履歴書などの必要書類と
一緒に、障害に関しての説明とお願いしたい配慮を書いた
紙を送付しておりました。その後、面接時に詳細を説明し、
内定をもらった段階で面談を行い、勤務条件のすり合わせ
をして入社という形で、前職、現職ともに動いておりました。

通いやすい範囲となっております。
　次に、通える範囲と、できる職種も限られるために求人
数が限られてしまうという点です。障害者雇用というだけ
で職種はかなり制限されますし、身体障害者が対象となる
とほとんどが事務職となっております。また、私は定期通
院を必要としていて、転院するのも難しい病気なので、今
の病院に通い続けることができるように会社に通える範囲
にも制限が出てきます。そういった原因で、求人数が限ら
れてしまったと思っています。
　最後に、体力的に連日で説明会や面接の活動をするのが
難しいという点です。健常者は連日説明会や面接を入れて
いる人も多くいますが、私は体力的に連日で入れられても
2日間が限度でした。また、酸素の容量の問題で、時間や
場所を慎重に選んで1日に2社入れられるかどうかでした。　

	 働いてみてわかったこと
　次に、私が働いてみてわかったことについてお話してい
きたいと思います。ここからは私の就職した 2社について
のお話をさせていただきます。私が新卒で入った会社は、
保育園を運営している会社でした。この会社はホームペー
ジで見つけて、障害者雇用として雇っていただきました。
職種は事務職で、障害者雇用の実績としては、視野狭窄の
方がパートで入社していました。その方は週 4日勤務で、
午前の 3〜 4時間の勤務だったため、正社員での障害者雇
用は私が初めての事例でした。障害者雇用の配慮としては
時短勤務がありましたので、身体のことを考え、通常の 8
時間勤務ではなく、6時間勤務にしてもらいました。
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　配慮が足りなかったこと、障害に関係なく働きづらいと
感じたことについてお話しさせていただきます。まず、勤
務時間に対しては、仕事量が多かったことです。先程もお
話ししたように、時短勤務で 6時間での勤務とさせてもら
いましたが、仕事量が 8時間勤務の方とあまり変わりませ
んでした。入社した年の 6月以降、仕事が忙しい時期に関
しては、体調に関係なく残業をしておりました。また、こ
の仕事の忙しい時期が毎月の月初だったので、通院日も気
を遣う必要がありました。
　次に、障害に対する理解がそもそもなかったという点で
す。障害に対する配慮、起こりうる出来事に関しては、す
べて面接で伝えました。その中で、前日まで元気でも、次
の日から急に入院する可能性があるということも伝えまし
た。ところが、実際に入院してしまい、後日会社に復帰し
た際に上司に「迷惑をかけた。体調管理しっかりしろ。」と
怒られてしまいました。ここでその言葉を言われてしまっ
たのは、上司が忘れていたのかもしれませんが、そもそも
障害に対する理解が足りないのではないかと感じてしまい、
退職しようと思う大きなきっかけになりました。
　それから、要望事項が伝わっていない点です。これも障
害に対する理解がない点に似ている部分にもなってきます
が、私は面接の際に酸素があるので酸素を置きやすい端の
席が良いと要望を伝えていました。ただ、最初は端っこに
してもらったものの、その後、席の移動をしていくうちに、
なし崩しになってしまいました。
　最後に、通院配慮がないという点です。先程の自己紹介
で少し触れましたが、私は月1回の定期通院をしております。
その点はもちろん面接の際に言いましたが、仕事に都合が
つくタイミングでなければ通院できないことがありました。
また、主治医の先生の都合で仕事が忙しい月初に行かざる
を得なくなった場合は、他の日の残業が増えてしまうといっ
た具合でした。通院も有休で行くことしかできず、初年度
の有給は 10 日しかもらえないので他 2日は欠勤になって
しまいます。障害者雇用という制度があったにも関わらず、
あまり配慮はなされていなかったと感じていました。
　そして、障害に関係なく働きづらいと感じたことについ

てですが、1つは研修制度が特にない点です。保育園の運
営会社なので、保育士に対する研修制度に関してはかなり
充実していたように感じますが、本社に対する研修は、新
卒であっても 3月の研修 2回と 4 月の入社日だけでした。
なので、入社 2日目から業務に入ることになりましたが、
分からないことの方が多く大変でした。
　もう１つは、業務体制に関する点です。仕事量にも関わっ
てくるのですが、この会社は保育士、栄養士を合わせて 2,000
人ほどの職員がいるにも関わらず、勤怠を手作業で管理す
るなど、アナログのままの業務が多くありました。また、
マニュアルなども整っていなかったため、逐一やり方を誰
かに聞かないといけないなど、効率の悪い体制でした。結
果として残業が当たり前となり、人によっては休日出勤を
するのも珍しくないという状況になっていました。そのた
め、障害のある私への業務量もなかなか減らしてもらえず、
無理に詰め込まれていました。
　最後にコミュニケーション不足です。例えば業務を行う
上で、重要な事を上の人が調整する前に部下に指示が下り
てきて、結果的に板挟みにあってしまう場合がありました。
また、何か気づいた点があっても、部下からは改善のアイ
ディアなどを言いづらい環境でした。こういった原因もあ
り、前職は昨年の 7月に退職しました。

　昨年の 12 月から働いている大手の求人広告代理店につ
いてお話しします。この会社では、前々から企業の規模的
にそろそろ障害者の採用もしていかなければならないと考
えていて、ちょうど良いタイミングで応募したこともあり、
採用していただきました。一般社員と同じように、営業系
の部署への配属となりました。障害者雇用での配慮として
は、時短勤務で 8時間ではなく 6時間勤務で働かせてもらっ
ています。また、1カ月ほど研修があり、同期と研修内容
はほぼ同じだったのですが、時短勤務だと 9時〜 18 時の研
修に対応できませんでした。2日目で色々な不具合を感じ
た人事の人が、私専用のスケジュールのアレンジや、時短
で受けられない部分を録画してくださって、研修内容をフォ
ローすることが出来ました。これは私にとって、とてもあ

u

u

⇒6

－191－



36

u ( or

u

　次に、配慮が足りないと感じているところ、働く上で問
題になったことについて先に説明させていただきます。配
慮が足りないと感じているところとしては、毎月の通院へ
の配慮の制度が特にないので、先程と同様に、有休もしく
は欠勤で行くしかありません。そして、配慮が足りないと
いうよりも働く上で問題になることだったのですが、外回
りができないことが今の会社のシステム上で問題になりま
した。もともと私の会社では、営業職の社員は電話でアポ
イントを取り、お客様先へ行き、受注をとるところまで行っ
ています。しかし、私はお客様先に伺う移動が体の負担に
なるため、外回りはどうしてもできません。そこでどうし
たかということについて、次のスライドで詳しくお話しさ
せていただきます。

u ⇒

11
u

を私のために作ってくださり、解消されました。この業務は、
先ほども話した通り営業職の社員は電話でアポイントを取
り、お客様先へ行き、受注をとるところまでそれぞれが行っ
ています。それを、お客様先に伺う移動が体の負担になる
事を考慮して、電話でアポイントを取るところを専門に行
うという業務内容を作っていただくことで、私が同じよう
に働けるように工夫してくださいました。ところが実際に
やってみると、お客様の温度感が低く、成果に繋がらなさ
そうな場合や、訪問先が遠くて他の社員に行ってもらうよ
う頼みづらい場合など、色々な問題点がでてきてしまいま
した。そこで、それを察した上司が「役職者クラスのサポー
ト事務を行う」という業務を提案してくださいました。こ
の業務であれば、チームの利益がどれだけ上がったかが評
価になりますので、業務を進める中で誰かに頼みづらいこ
とをお願いする必要はないと思われます。このように営業
の部署で働く前提で、他人に過度に気を遣わず、私の能力
を生かせる働き方や環境を常に一緒に考えてもらっており
ます。

　私はこの２つの職場を経験して、障害者雇用をやってい
るからといって、そこが私たちにとって働きやすいとは限
らないということ、また、障害のない普通の社員にとって
も働きやすい、風通しの良い職場であれば、たとえ障害者
雇用の実績がほとんどなくても働きやすい場合があると思
いました。
　ご清聴ありがとうございました。

u ≠

u

りがたいと思える配慮でした。
　最後に、能力を生かせる働き方や環境を一緒に考えても
らえるということについて、後程スライドで詳しく説明さ
せていただきます。

　先程のスライドの配慮してもらえていることの中にあっ
た「能力を生かせる働き方や環境を一緒に考えてもらえる」
ということについて、詳しくお話させていただきます。まず、
一つ前のスライドでお話させていただいた、外回りに行け
ないことについては、テレフォンアポインターという職種
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シンポジウム 5

当事者の立場から　<2>

	 	 一般社団法人	全国心臓病の子どもを守る会

	 	 	 	 事務局長　　下堂前	亨
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　全国心臓病の子どもを守る会の事務局長をしております、
下堂前と申します。会のお手伝いをさせていただいている
事務職員です。

•
•
•

•

•

　心臓病の子どもを守る会というのは、心臓病の患者本人
と家族で作っている会で、1963 年から 56 年の歴史のある
古い会です。患者団体の中では比較的大きな会で、3,800 世
帯 50 支部で活動を行っています。

　スライドのような出版物も出しておりまして、「心臓をま
もる」という月刊の機関誌がありますので、是非ご覧いた
だけたらと思います。
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　これは、会で作った資料で、心臓病児者に関わる主な社会保障制度の一覧です。比較的小児の頃は充実しているのですが、
成人になった時の制度がなかなか充実していないのが現状です。

•
•

•

•
•
•

•

　先天性心疾患は 100 人中 1人の割合で生まれてきます。心臓病というと成人病の心疾患をイメージしがちで、心臓機能障害
というと、ペースメーカーや人工弁などが思いつきがちですが、実は先天性心疾患は成人の心疾患とは全く違います。「成人先
天性心疾患」という言葉が出てきていますが、吉田さんのように生まれつきの心臓病の人たちが医療の進歩のおかげで大人に
なっていけるようになり、この言葉が生まれてきました。虚血性の心疾患とは全く中身が違うことを今日は知っていただける
とありがたいと思っています。どういうところが違うのかと言いますと、出来ること、出来ないこと、やって良いことの程度
が一人ひとり違い、また体調の変化に波があります。手術が終わっているといっても、生涯にわたって根治することはないと
言われている病気です。そして、生涯にわたり専門医療機関との関わりが必要です。それが、先天性心疾患の特徴です。
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•

•

　明らかになったことは、身体障害者手帳を所持して就職
をしている患者が非常に多いことです。やはり手帳で入口
は広がるということです。そうはいっても臨時職や、パー
ト、アルバイト、派遣などで、なかなか収入が少ないです。
それで頑張りすぎてしまい、体調を崩すことに繋がってし
まうこともありました。短時間労働や不安定な雇用で収入
が少ない中、それを補う障害年金制度は受給申請をしても
なかなか通らなかったり、通っても少し働いただけで打ち
切られたりと厳しい状況です。

• ����������������
• ��������������������������������
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• ������ ������������� 
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• ���������������������������
�����������������������

• �������������������������
• ��������
• �������������
• ����������������������������
• ������������������

　20 歳以上の患者を対象に行った就労に関するアンケートの結果です。

　結論です。生涯に渡り医療費の負担は大きいです。先程
申しましたが、子どもの時期の医療費助成は非常に充実し
ていて、いわゆる少子化対策の中で広がっていますが、成
人患者への助成はまだまだこれからです。また、専門医療
機関にどうしてもかからなければならないため、遠くの病
院に通院や入院を余儀無くされている方もたくさんいます。
　就職は出来ても、働き続けることの問題がやはり非常に
大事だと思います。そういった対応ができる職場環境が非
常に大事です。さらに、安定した生活を保障する所得保障
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制度が必要だと思います。最近は身体障害者手帳の交付も
受けづらくなっています。小児の時期に却下されてしまっ
たり、大人になって打ち消されたりする方が中にはいます。
これは複雑な制度上の問題点ですが、手帳を持てない患者
がこれから増えてきます。障害者雇用で入れずに就職や自
立を目指さなければならない患者の数が増えてくる状況に
なってくるのです。また、全体の日常生活への支援は、内
部障害者に合うものが障害福祉の中にないという問題もあ
ります。
　そのように個人の努力だけでは、なかなか社会の中で自
立していくのが難しい状況があります。
　解決点として5点ほど挙げさせていただきます。1つ目は、
子どもの頃から心疾患を持って育った、いわゆる成人先天
性心疾患の患者がいることを是非知っていただき、どういっ
た障害であるのか理解を深めていただきたいということで
す。2つ目は、制度的な問題で、医療費負担の軽減です。3

つ目は、医師、医療機関、そして職場等による連携支援を
是非お願いしたいということです。どうしても専門医が関
わる必要がある病気ですので、子どもの頃から診ているド
クターの意見が大事なものとなります。4つ目は、入院や
通院のための休暇を制度としてきちんと導入することです。
制度がないと難しいと思います。5つ目は、所得保障など
の福祉施策を充実させることです。6時間働いた人に 8時
間働いた人と同じ給料を払うのは難しいと思います。やは
り所得保障と就労を一緒に考えていかなければいけないと
思います。100％働けなくても、50％働ける人に対して残
りの 50％を障害年金や所得保障制度が補えば安心して働け
ます。でも今はそのようになっていません。そういった福
祉施策の充実は、患者の自立にとっては非常に重要です。
　残りの資料はお読みいただければと思います。以上で終
わります。ありがとうございました。

－197－



42

�������������������������������
�������������������������
��������������������������
��������������������������
���������

�����������������������������
�������������������������������������
������������

���������������������������������������������������
��������������������������������������

��������������������������������������������������
�������

����������������������������������������������
��������������

�����0�� �
�
�
�
0
�
�
�
�
�
�
�

��

－198－



これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会　第 2回「中小企業における両立支援の進め方」報告書 43

VII　　｜シンポジウム 5｜　当事者の立場から　<2>

－199－



第 2回
「中小企業における両立支援の進め方」

報告書

2019 年 2月発行

これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会　事務局
北里大学医学部公衆衛生学単位（担当：江口尚）
〒 252-0374	神奈川県相模原市南区北里 1-15-1

北里大学医学部公衆衛生学
TEL：042-778-9352　FAX：042-778-9257	
E-mail：syuroushien@gmail.com

平成 29 年度厚生労働省労災疾病臨床研究事業費補助金「治療と就労の両立支援のための事業場内外の産業保健スタッフと医療機関の連携
モデルとその活動評価指標の開発に関する研究」（研究代表者：堤明純）

－200－



－201－



－202－



第 4 回 治療と仕事との両立支援セミナー 報告書
 
2018 年 12 月 3 日（水）17:30 - 18:45　
北里大学病院　集団指導室（1 号館 1F）

事業所における仕事と治療の両立支援について    02
	 	 	 	 	 合同会社アール　CEO	 	 對木　博一

目次

第 4回	治療と仕事との両立支援セミナー｜ 2018 年 12 月 3日開催 1

－203－



2

事業所における仕事と治療の両立支援について

	 	 	 合同会社アール　CEO
	 	 	 	 　　對木　博一

a-ru
����������

�����������

���������

�������
��� 80 ��

����������������������������
����:����������������������

對木　事業所における仕事と治療の両立支援という旬な話題です。来年 4月から法制化ではありませんが運用ルールが
開始されますので、それについてお話しさせていただきます。

���� a-ru a-ru
������

�������

�����������

a-ru
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　私はニコンに勤めておりました。相模原にもニコンがあり、3年だけですが、自宅から近いので自転車で通っており
ました。それ以外のほとんどは本社と品川にある大きな工場に勤務していました。実は私は北里大出身なのですが、珍
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しく人事異動や人事考課といった労務の仕事に長く従事していました。労務が 20 年くらいで、その他は労働衛生を経
験しています。

a-ru a-ru

　では本題に入らせていただきます。現在、皆さんがご存知の通り、一億総活躍社会です。少子高齢化で労働人口も少
なくなってきています。経済は成長させたいし、男性も女性も育児中も介護中も高齢者も何とか活躍したいという社会
です。いつから、誰が言ったのでしょうか、寿命 100 歳が目標になっています。病気にかかっても、治療をされながら
仕事を続けている方がいます。企業は「就労治療」という言い方をしますが、治療を続けながら働いているのは当たり
前の話になっています。そこには少子高齢化に伴う労働力の確保が見え隠れしています。私が会社にいた頃もステージ
4のがんで最期を迎える方が何人かいらっしゃいました。やはり皆さんが 1週間でもいいから会社に行きたいと言いま
す。ルール上では、ステージ 4の方を働かせると死期が 3日縮まるなど色々な考え方があるのですが、やはり生涯現役
でいたいのです。私の親しい方も最後の最後まで仕事に出られて、2日後にお亡くなりになりました。さすがにやりき
れなかったのですが、会社の制度に関わらず、働いている人達の意識として病気を持っていても会社に行きたいという
願望は今も強いと思います。
　疾病を抱えながら仕事をする労働者についてですが、1カ月以上休業している方の疾病は、メンタルが 38%、がんが
21%、脳血管疾患が 12%で、ご存知の通り、働いている人の 3割が就業治療をしています。また、会社が実施する年 1
回の定期健康診断の有所見率は 50%を超えています。2人に 1人は何かあるという中で、薬を飲んだり、治療をしたり
しながら働いている方が約 30%います。それから、がんの診断を受けた後、約 3割は離職されています。育児でもそ
うです。介護もありますが、少し特殊です。育児の場合は、最近法律が変わったので休みたい人は多いです。いずれに
してもライフイベントがきっかけで離職をしてしまうことが、今の企業では辛いことです。先程申しましたが、少子高
齢化で人がいませんから、人がなかなか入ってきません。人を育てるまでに 20 年から 30 年掛かりますので、入ってき
たとしても簡単には代わりになりません。そういう意味では、この問題は企業としても大きな問題だと思います。また、
がんは不治の病から長く付き合う病気に変わり、5年生存率もだいぶ上がってきていると伺っています。企業の健康確
保や健康経営という言葉も出てきています。健康確保は企業によって色々な考え方がありますが、その背景について端
的に言えば、少子高齢化で若い人が入ってこない、年寄りばかりになっている、そして加齢と共に疾病をたくさん持っ
ているという問題があります。今のお年寄りは元気です。昔は定年する 58 歳くらいでおじいさんというイメージでし
たが、今は70歳ぐらいの人がそのイメージです。自分もそうならなければと思いますが、働きながら治療するためのフォ
ローアップは、本人にとっても安心感が得られるものだと思いますし、会社としても労働力の確保という意味でベクト
ルは一緒だろうと思っています。
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　こちらは色々なガイド等から抜粋して書き直したものなので目新しいものではないのですが、今回問題なのは、労働
者本人から「制度を使いたい」と言ってきた時に、本人が会社の労働条件や本人の仕事、その他諸々を主治医に情報提
供し、主治医からその仕事にあった治療法や就業に関する情報が出てくるというところです。主治医は会社のことが分
からなくてどのように書くのでしょうか。よく本人の言いなりで、主治医からとんでもない診断書が出てくることがあ
ります。就業させ、本人に異動希望があるので異動させないと再燃再発がありますという診断書などです。主治医は患
者さんを守らなければならないので、今までは仕方がないのです。主治医の立場から書くことの問題が今まではありま
した。
　今は、主治医は一緒にやっていくチームの 1人です。初めから主治医が隠し球を持たれると困ってしまいますが、そ
の辺はコミュニケーションをとることが必要です。そして、先生から本人に書面が渡されます。本人はそれを持って事
業者である会社に対して「両立支援を受けたい」と宣言し、社長や工場長などの事業者は、会社に来ている産業医に主
治医からの情報を提供します。はっきり言いますが、産業医もよく分かっていないです。常勤産業医はとても忙しいの
です。メンタルの面談や健康診断結果の指導などがあり、現場に行きたいと言うと、看護師が「先生、もっと仕事があ
りますから、そんなところに行ってはダメです」と言うわけです。産業医は現場に行って色々な人がどのような仕事を
しているかを見たいのですが、なかなか時間がないのが現状です。やはりメンタルの面談、相談、指導にかなり時間が
取られます。産業医の能力が無いのではなく、知らないだけなのです。知りたくても知れないということです。まして
や、常勤ではなく、月に 1度しか来ない先生もいます。産業医が月に 1回来る理由は、各事業所で行っている安全衛生
委員会のメンバーだからです。必ず出なければならないので、月に 1回は来なければならないわけです。しかし、来た
ら安全衛生委員会に出なければいけません。その後、少し現場を見たらすぐに看護師に連れて行かれ、面談などの予定
をこなします。産業医の先生も可哀相なのです。私がよく言うのは、相談は病院でやってもらえないのかということです。
結局、産業医が活きないからです。私が看護師や保健師によく言っていたのは、「病院構造にするな」ということです。
看護師が「次の患者さんがお待ちです。お呼びしていいですか」と言うのですが、産業医は指導をしても診断はしない
のです。そのようなことで産業医も活躍の場を取られてしまっているのが実態です。
　産業医から会社に「この人は主治医からこのようなデータがあって、こうです」と伝え、職場でもどのような仕事をやっ
ているかなどを確認してから会社側にデータを渡して「私としてはこう思います」と説明します。あとは会社がどうい
う配慮をするか決めていきます。しかし、会社側がどこまで本人の仕事を分かっているかが会社によって微妙です。人
事管理と労務管理という言葉がありますが、人事管理はホワイトカラー管理とよく言われます。成績を付けたり、昇格
が何年にあったかなどです。労務管理は少し泥臭い感じがするかと思います。職場と同化しながら色々な問題を一緒に
解決していくことです。しかし、その部分が少し弱くなってきています。バブルが弾けて大不況になってから、リスト
ラがあったり、カンパニー制で事業毎に人事や総務が分かれたりしました。今までは１つの会社に人事部は１つだった
のですが、例えば大きな会社では冷蔵庫を作る工場やテレビを作る工場などでそれぞれに人事を置くようになりました。
元々人事は会社に１つしかなかったものを分けたので、人数は少なくともやる仕事は一緒ですから、弱体化してしまっ
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たわけです。書類作業が忙しくて、現場の人と話をする時間が削られ、それが今でも続いています。労務管理力の低下は、
事業者にとっても否めないところです。どのような仕事があるのか、どのようにフォローしているのかなど、多くのこ
とが現場任せになっています。会社側から労働者である従業員に決まったことを話します。産業医から会社側には、就
業の可否と、「時間短縮勤務が良い」「こういう配慮をしてください」という具体的な話をします。あまり具体的な話は
出てこないので期待していないのですが、例えばストレスはやはり色々な病気に良くないので、対人の折衝行為やクレー
ム処理、交渉業務は制御しなければならないというのが一般的です。主治医の先生からそのあたりの情報が出てきたら、
産業医も考えて会社側に情報を伝えて、会社が決めて労働者に配慮もしくは就業の内容を伝えます。そこで働き方が決
まってくるわけです。

a-ru a-ru

or

　もう少し詳しくお話しします。労働者から申し出があり、主治医から書面が出ます。その時に仕事の内容や、通勤時間、
肉体的に負荷がある仕事か、精神的、神経的に負荷がある病気か、環境はどうかなど、本人の事情を確認します。スト
レスの三大要因である人間関係もなかなかお伝えしきれないと思います。「人間関係が今 1.5 です」と数値化できるなら
良いのですが、なかなか分かりません。
　また、本人からの申し出には、かなりのバイアスが掛かっていまして、自己中心的に話をします。自分が悪いことを
しているわけではないのですが、やはり多くの配慮を得たいので、少しプラスアルファを付けて話すと思います。復職
や休職、解雇の話になると、自分は全く悪くないという話を主治医にして、主治医からは会社側に「もっと言うことを
聞きなさい」と伝えるようになります。しかし、実際に会社の中の現場で話を聞くと逆のことがあります。このような
行き違いがあると、それこそ配慮したことが裏目に出てしまいます。主治医がこのためにこのような配慮をと思ってい
たところが会社側の配慮とは逆になってしまったりします。ですので、最初に「仲間なのだからきちんと言ってくださ
いね」と言います。特にメンタルの疾病はそうです。統合失調症はそのままは書いてこないです。自律神経失調症や心
因反応など、病名なのか分からないことが書いてあったりしますが、それはそれで主治医の本人に対する配慮ですから
理解しています。ただ、それを見抜けないと、例えば統合失調症であれば、自傷他害の恐れがあるのかどうかが分から
なくて、産業医が精神科医でない場合は事故を起こす可能性もあります。それは会社の責任になってしまうので、もう
1回しっかり精神科で診てもらう必要があります。昔はあまり精神科医がいませんでした。例えば以前私の会社でその
ような人がいて、産業医も分からないということで、北里大学病院の本院で臨時の健康診断をしてもらいました。東病
院でも一度やってもらいました。1カ月ぐらいかかりました。病名が出れば対応の仕方もある程度見えてきます。この
ようなことは本人が主治医に対して上手く伝えられないところですし、主治医からも就業の措置が具体的には難しいと
思います。残業は駄目だとは当たり前に言って下さると思いますが、「時間短縮で何時間働いたら良い」、「1日 8時間の
内の 6時間までは良い」などとはなかなか言えないと思います。そこは産業医と連携する部分になります。それから遅
刻早退についてです。例えば朝早く治療を受けて 11 時頃から会社に来ることは普通に言えば遅刻です。就業時刻の 2
時間を超えた場合、普通の従業員が 2時間を超えて遅刻すると門の中に入れませんが、「君は良いよ」としなければな
らない状態も出てくるわけです。これも配慮の１つですが、極端な例としてのお話です。
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　労働者が会社に書面を提出すると、産業医と色々な情報を共有します。主治医からのデータは、産業医の意見も勘案
して「さぁどのように働かせようか」という話になります。ここを具体的に決めるのはとても難しいです。先程も言い
ましたが、どちらも仕事の内容が分からないですし、職場の状態が分かりません。それを言っているのは本人だけなので、
きちんと情報をとって実態を捉えなければいけません。本人は言ったもん勝ちかも知れませんが、配慮の逆転に関わる
ので、本人のためになるのか、本人が言っていることの主旨、会社としてきちんと応えるのか、今の段階では対応しな
いのかなどを考える必要があります。事業者が幅広く考えて対応しないと、後々で本人にしわ寄せがいくことになります。
　今までは産業医、事業者、その下に労働者と、企業側に一括りになっていたのですが、今はそうではありません。昔は
主治医も会社にいたことのある同期の看護師が北里にいるから患者のために「病院でも大丈夫ですか」と聞けたのですが、
今は個人情報保護のためアウトです。そのようにやりにくい部分もあります。治療をしている病院側と会社側とで、法律
上は線が引かれています。しかし、今は連携しましょうと、相反がなければ節度を持って連携します。ルールを重んじて、やっ
てはいけないことはやってはいけないけれど、主治医は患者さんにより早く効果的に治って欲しいし、会社は倒れてしまっ
たら仕事にも影響が出てしまうので上手く就業治療して欲しいというところで双方のニーズは合っていると思います。

　両立支援における労働者のメリットとデメリットです。労働者にとって両立支援を活用することにどんなメリットがあ
るのかと言うと、仕事をしながら無理せずに治療を行えるということです。これは安心感です。また、会社から理解とサポー
トを得られていることです。病気になって、例えばがんだと言われたとして、どうなるのか分からないし、早期発見だか
らといって治るのか分からないという状況で、主治医に診てもらいながら無理をしないできちんと治療する一方で、会社
では産業医に情報が来ています。その両方に話が聞けるわけです。これは本人にとって強い安心感だと思います。
　そして、仕事への不安が少ないことです。会社側も分かっているのでクビになることもないです。この支援制度が無
い時は離職率 30%ですから、本人が辞めざるをえない状況が出ていました。なぜ早く帰るのかと聞かれたり、有給で
遅刻するのは良いが、本人もがんだと言えず「ちょっと色々あって」と言ったり、会社側から「なぜ休暇ばかり取って
いるのか」と聞かれたりしました。会社では休暇の時季変更権といって、忙しい時期だからその日は休暇を取らないで
くれ、時期を変更してくれと従業員に言えるルールがあります。余程のことがなければ出ないのですが、それを気にし
てすぐ辞めなければいけないのかと考える可能性が高いです。今はその考え方は少なくなってきています。
　それから、治療に応じた多様な働き方の選択ができることです。就業制限に関してフレキシブルな勤務時間と勤務
形態と書いてあります。薬や治療のための機会、担当医などがあるので、病院に行かないと治療が受けられないとい
うのが原則です。巡回してくれる看護師もいますが、それはレアケースです。会社は、基本的には労働集約型といっ
て、例えば工場等では朝 8時半から 5時半まで工場に来て仕事をして終わります。ですが、このような人達は工場で仕
事をする必要性がどこまであるのかと考えてみると、皆さんも聞いたことがあるかも知れませんが、今はテレワークや
SOHO、在宅、駅の近くの会議室などを使うサテライトオフィスなど、色々な働き方が十分考えられます。今の世の中、
パソコンで何でも出来ます。会議もパソコンで出来ます。企業がそこまで柔軟に対応するかどうかです。ですから、サポー
トがあれば選択肢は広がっています。
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　次は、疾病に対する相談です。先ほども言いましたが、相談は会社側に一から説明しなければなりません。これまで
は本人の意識や気持ちよりも「どこまで治療しているのですか」「どんな治療をしているのですか」と根掘り葉掘り聞
かれるので、本人もなかなか言いづらい状況でした。今はオープンになって、どこまで進んでいるのか、病院では上手
くいっているのか、主治医には何て言われているのか、看護師は何か言っているのかなど、聞きやすくなっています。
また、本人が聞いてきた情報を家族で共有できます。本人は情報をたくさん持っているのですが、奥さんや旦那さんが
そばで支えていてもご家族には情報がなかなかいかないものです。会社もそうです。本人の問題ですから家族は会社に
呼ばれませんが、奥さんはどうなっているのだろうと心配します。毎回家族で一緒に病院に行って話を聞いたりしない
ので、「会社でもこんなことがあって、産業医と看護師さんにこう言われたよ」と奥さんに伝えるだけで家族としても
安心感が得られます。それから、すぐにクビにならないことです。これらがメリットとしてあります。
　そしてデメリットですが、必ずデメリットはあります。まず、両立支援制度の適用を受けているというプライバシー
に関わることです。健康は個人の問題なので、仕事に関係ないですから会社は業務命令を出すわけにもいかないわけで
す。「君は肝臓のガンマ値が 100 を超えているから、いつまでに 60 まで落とすのは業務命令だ」と言われて、落とした
からといって給料を上乗せされるのかと言えばされません。ですから、会社は出来るだけプライバシーに関わりたくな
いのですが、こういう制度があれば本人から情報が入ってくるわけです。人の口に戸は立てられぬという諺があります
が、知らぬ間に拡散されるのです。この情報は産業医や看護師等の医療職だけではありません。人事労務や安全衛生の
担当者にも健康診断の情報が流れるが如く、ルールにおいて流します。そうしないときちんとルールが守られません。
上司に公開しますが、上司が本人の同意を求めて職場の皆に話さないと、なぜいつも遅刻するのかという質問に答えら
れません。なぜ自分のことを皆が知っているのかと怒鳴り込んで来られたことが何度もありました。なぜ皆に自分がが
んであることを言ったのだと言われました。会社としては由々しきことで、本人の情報だけでなく会社の機密情報等も
流れているのではないかと問題になったこともあります。プライバシーがどこまで守られるかが気になるところです。
　それから、2番目と 4番目の項目はほとんど一緒なのですが、仕事とモチベーションについてです。例えば調子が悪
いと言って暫く休んでいる人に、主治医も産業医も「簡単な業務から始めましょう」と言います。簡単に言うのですが、
例えば今まで工場のラインで半田付等の作業をしていた人が急に事務をするというのは、本人にとって非常にストレス
になることです。ですから、この場合はラインの中で一番簡単な仕事をさせる、あるいはラインの調整役をさせるといっ
たように、本業と絡めることで本人も仕事に関わっているというモチベーションがあります。簡単な業務の方が良いと
すぐに外してしまうというのは、頭では考えられることですが、本人にはよく聞かないとなかなか本心を言いません。
仕事は会社から命ぜられるものですから、そのような決め方ではモチベーションが下がったりします。
　また、言い難い話ですが、病気等で躓いた時にやり直しがきく人事制度があるのかというと、なかなか元通りには行
きません。例えば営業でバリバリ働いて日本各地を飛び回っていた人が、がんと言われたら同じ営業でも今度は内勤で
働くようになります。営業マンとしてはレッテルを貼られてしまいますから、本人も治ったら何とか元の仕事に戻ろう
と思うのですが、会社としては再発が怖いので戻せないわけです。完全に治って再発はありませんと主治医や産業医か
ら太鼓判を押してもらえるなら「よし、仙台に行ってこい！」などと言えるのですが、なかなか難しいです。
　それから、昇格が遅れることがあります。同期が課長や係長になっているのに、自分はまだ平社員だということが起
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こります。本人が悪い訳ではなく、病気が悪いのですが、なかなか受け入れられません。がんを受け入れられないのと
一緒です。このようにモチベーションが下がったり、年収が減ったり、昇格が遅れたりするのは、とても心理的な圧迫です。
　そして、がんがプラスアルファの領域にも発展してしまうのも気掛かりなところです。がん患者に告知して、暫くし
て鬱病になるというのは、よくある話です。さらに仕事もペースダウンして年収も下がってくるとなると、がんを恨む
しかないと本人も分かっているのですが、それを受け入れられるかどうか難しいところです。病院に毎日行くことはな
いと思いますが、職場は毎日です。毎日ずっと顔を合わせていた仲間ですから、可哀想にと皆が見ていると思い、被害
妄想状態に陥ります。自分が悪い訳でなく、病気が悪いと分かっていても、どうせ俺はというお荷物感や、役に立って
いないという孤立感が出てきて、別の病気になってしまうかもしれません。

　企業側のメリットとデメリットです。企業側のメリットは、ベテランの離職者の削減です。若い人でもがんにはなり
ますが、やはり加齢とともにがんのリスクは高まるのが一般的なので、会社で 20 年から 30 年働いて経験を積んで能力
を持っている 40 歳から 50 歳の人達が辞めてしまうと、代わりは簡単には見つかりません。少子高齢化なので、今いる
人が辞めたら他の人は来ないと考えてくれとよく言うのですが、今はそのような状態です。ですので、離職者をなんと
か減らしたいわけです。今までは「細く長く」働くことが目標でしたが、今は「太く長く」です。65 歳からが年金支給
の対象ですが、もうすぐ70歳からになります。長く太くですから、70歳で辞めるまで働けることが一番良いと思います。
このような離職者の問題があります。
　それから、CSR の視点です。CSR とは Corporate	social	responsibility の略で、企業の社会的責任と訳します。企業の
社会的責任とは、例えば変なガスを出して地域住民に迷惑を掛けたり、被害を与えたりしない責任です。企業の一番の
ステークホルダー即ち利害関係者は株主ですが、日本の会社は株主への配当ばかりを考えています。バブルが弾けてか
ら、様々な事件や事故などで消費者に対して皺寄せするとともに、従業員に対しても皺寄せしています。その頃からス
テークホルダーには従業員が含まれてきています。分かりやすく言うと、従業員をきちんと面倒みなさいということです。
今までは雇ってやっているのだから、嫌なら辞めればいいというスタンスでしたが、そうではないという考え方になり
ました。「会社は誰のためにあるのか」という問いも当時流行りましたが、株主のためだけではなく、従業員のためでも
あるのです。これが CSR の考え方で、この観点できちんと従業員にサポートしているかがより明確になっています。
　それから、労働力の確保です。「企業は人なり」とは、Panasonic の創業者である松下幸之助の言葉ですが、会社が両
立支援を行い、病気になったとしても仕事をすぐに辞めることなく、病院と連携しながら出来るだけサポートするので
きちんと働いて欲しいという方針を持っていること、またそういうサポート体制があることは、企業の 1つのブランド
イメージになります。
　7番目の項目はとても大事です。がんになった人はサポートを受けているので良いのですが、社員が病気になっても
ここまで会社が面倒見てくれるという、周囲で働いている人達が感じる安心感です。健康な人達もできる限り頑張って
働こうと思えます。自分がそうなっても同じようにしてくれると分かることは、健康に働いている人達に安心感を与え

a-ru a-ru
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ます。横で「そんなに遅刻して治療だと言っているなら、入院して会社辞めろよ」と言われる姿を見ていたら、自分が
もしそうなったらやっていられないなと思うと思います。先ほどの労働力不足の問題もありますし、そういう意味で会
社としても「企業は人なり」という考え方や安心感を与えることはメリットです。
　次はデメリットです。疾病はとてもセンシティブな情報ですから、プライバシーが非常に重要な問題です。それから
就業規則を改訂する必要性があるかどうかです。今、介護と育児については両立支援を行うよう法律でも決められてい
ますし、就業規則の中にも介護と育児の人に対するサポートについて含まれています。しかし、今回の両立支援は、就
業規則を改訂するまでに至るのかというと難しい部分があります。会社は法律があれば従います。先ほどの CSR に関し
ても、コンプライアンス、法律遵守という項目があります。ですが、出来るならやるようにという努力義務に関しては、
ほとんどやりません。もちろん指導があった場合は対応すると思います。
　それから、元々ハンディキャップを持っている障害者との区分はどうするのかという問題です。障害者に関しては法
律で決められていますから、雇用率だけでなく、障害の程度に応じた就労の配慮が必要です。弱者保護ということです。
法律できちんと決まっているので、きちんとやらなければいけません。がんの両立支援の話ばかりしていると、不公平
感が出てきます。がんだから仕方がないというのは分かるが、アンバランスが生まれ、会社の制度におけるバランスが
取れなくなってきてしまいます。
　最後に、安全配慮義務です。企業に安全配慮義務という責任が課せられています。健康な労働者から「なぜあの人は
がんだというだけで、そんなに働かなくても会社辞めないでボーナスも出ているのか」という声が出てきます。私が相
模原で勤務していた時に、メンタルの疾患を発症してずっと休んでいる人がいました。私が本社の健康安全担当になっ
たので、あの人はどうしているかと聞くとまだ休んでいることが分かりました。それで東病院の精神科の先生に来ても
らって面談し、臨床心理士にも診てもらいました。もう 10 年だから辞めてもらうかと話したのですが、周囲の現場で
働いている人からも「なぜあの人だけ 10 年も」という声が上がっていました。本人も調子が悪いと言って休んでいな
がら、近所でパチンコをしたり、飲み屋にいるのを目撃されたりしていたので、周囲の人達から不信感が出て、「なぜ
そんなに面倒を見るのですか」という意見が出ました。「健康保険組合の費用を払っているのは我々だし、我々のお金
を使っているじゃないか」と、真面目に働く健康な人達からこのような意見が出てきて驚きました。そのようなことも
考えなければいけません。

a-ru a-ru

　先ほどの話にあったハンディキャップの人についてです。疾病者への対応ですが、業務上災害と業務上疾病がありま
す。働く事によって病気になってしまった場合です。例えば、業務上疾病の 8割は腰痛です。企業の責任の範囲で労災
保険法において治療と就労配慮を行います。万が一障害が残っても、障害等級が受けられ、一生雇用します。分かりや
すく言うと、「うちの会社の仕事で病気になってしまったので最後まで面倒を見ますよ」という考え方です。
　私傷病（個人の疾病）は、あくまでもプライベートです。配慮はしますが自己責任です。先ほど安全配慮義務という
言葉を使いましたが、従業員にも労働安全衛生法上の中で自己保健義務が課せられています。会社に面倒見てもらうの
ではなく、自分もちゃんと自己管理を徹底しなさいということです。例えば健康診断で肝機能が高く、治療まではいか
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ないが節制しなさいと言われた場合、それは本人に課せられた義務です。働くために健康をきちんと維持するのは個人
の義務なのです。これを自己保健義務と言います。先ほども言いましたが、「ガンマGTPを100から60まで落としなさい」
という業務命令は会社から出せませんが、言い方は良くないかもしれませんが、健康も能力なのです。会社側や臨床側
の人から「駄目ですよ」と言われていてコントロールが出来るかどうかは、自分の能力の範囲として残されています。
　ハンディキャップがある人達とは、障害者、疾病者、育児・介護者などの人達です。イメージはお分かりかと思いま
す。障害者は、基本的には雇用確保です。今、従業員全体の 2％に障害を持っていらっしゃる方を雇用しなさいと言わ
れています。どういうことをするかと言いますと、いわゆる知的障害者だけを集めた特例子会社をよく作ります。つま
り知的障害だとポイントが高いので 1つの会社にしてしまって、本体全体を見渡して 2％いるような従業員構成にして、
言い方が悪いですが障害者だけの仕事をだいぶ差別化しています。健常者の中で障害者の仕事を分ける方が分かりやす
く、その方がお互いに分かり合えるかと思いますが、いちいち大変なので障害者だけを集めて会社を作ります。このよ
うな形でポイントを稼ぎ、大きな会社になればなるほど「うちの会社は法定雇用率を満たしているので法律違反はして
いません」とやっています。私がいた会社もやっていました。例えばネジに付いていたビニールを取って、ネジとビニー
ルを分けるだけの単純な作業です。いわゆる精神薄弱、知的障害者系の人が多かったです。
　人工透析が必要な人も障害者の扱いです。週に 3日は透析しないと亡くなってしまうのですが、午後 2時頃に出かけ
て病院に着くのが 4時、そこから透析を受けて夜中に帰ります。そしてその 2日後にはまた行きます。そうすると、午
後 2時から終業までの期間は早退になります。障害者の扱いになったので、会社としては了解しています。このような
場合を事故欠勤と呼びます。休暇は使い切ってしまうので欠勤になります。労働契約では、例えば 20 日間働いて 20 万
円という約束であれば、20 日間働けなくなっているのだから 20 万円は支払われなくなります。20 日間で 20 万円の約
束で、それを破っているなら辞めてもらうのがルールなのですが、障害者は法律で守られています。
　それから、特定の疾病者が就業によって病状が著しく増悪する場合は、就業禁止ということで働いてはいけないと法
律で書かれています。伝染性の疾患、心臓・腎臓・肺等の疾患、自傷他害の精神的な疾患など、健康診断結果に基づき、
個人の疾病に応じた就業制限を実施します。伝染性とは、例えば目の病気です。流行性角結膜炎などは 1週間くらい就
業禁止になります。会社に来てはいけないことになっています。がんも、心臓や腎臓、肺等の臓器が病気で冒されて、
働くことで悪化させてしまう場合は就業禁止と決められています。両立支援としては、就業禁止の人というのは休業治
療なので、辞めさせるために就業を禁止するわけではなく、会社に出ずに病院で治療に専念しなさいというものです。
悪い状態で会社に来て、もっと悪くなっては困りますので、一定期間は治療に専念しなさいというルールです。介護と
育児に関しては、お分かりの通り両立支援を行います。これも法律で決められています。今でも法律で決められている
人達はいます。
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a-ru a-ru

　現在の疾病者の配慮と両立支援についてです。いわゆる健康管理の中の疾病を中心とした疾病管理の話です。会社の
中では重度の人、就業禁止もこの中に入ります。中度軽度の疾病者、仕事上で病気になってしまった方は、労災認定基
準に従って労災だと認められれば保険で補償されますし、企業にも責任があります。具体的に言いますと、企業が全部
面倒を見ますが、労災保険というのは待機期間の 4日間は労災保険が給付されません。ですが、労災の場合は会社が 4
日間の分も全部出します。差額分も会社が負担します。それだけ会社に責任があるということです。症状が固定したら
打ち切り補償となり、障害が残っても障害保障を受けながら働くことが出来ます。完全に会社の責任なので、管理も会
社の責任になります。この場合、何が怖いかというと、民事、損害賠償が必ず出てきます。会社の仕事を命ぜられてやっ
たのに、こんなことになってしまって身体が動かない状態だという時に、労災の補償でお金はもらっているが、慰謝料
や自分の生涯を含めた補償に関して民事裁判を起こしたいという話が出てきます。会社が一番気をつけているところで
す。また、責任問題も出てきます。問題は、この 2つです。
　重度の病気の人で、入院や長期療養で就業を禁止されている人です。私のいた会社のルールでは、休暇を使い尽くし
てしまうと欠勤になります。病気欠勤という言い方をしていました。半年ぐらい病気で休む場合は、情状酌量の場合が
多いです。欠勤でも事故欠勤と病気欠勤がありますが、病気欠勤の場合は好きで病気になっているわけではありません
から、情状酌量の予知があります。自己欠勤は、病気でも何でもなく、行くのが嫌になったとか、ちょっと調子が悪い
という理由で、特に診断書が出てこないケースです。要するに契約違反になるので、ここは問答無用です。病気の人は、
好きでがんや糖尿病になったりしませんから、半年間の欠勤を認めます。ただ、病気欠勤を半年間しても出てこられな
いようだと病気休職に入ります。会社が治療に専念しなさいという人事異動になります。会社が出て来ては駄目と命じ
るわけです。きちんと理解していただきたいのですが、辞めさせるわけではありません。重い病気なのだから一定期間
は徹底的に治療に専念しなさいというルールなのです。疾病にもよりますが、私がいた会社は古いので結核で 1年半、
それに準ずる病気でも 1年半でしたが、一般的に延べ 2年ぐらいは病気で休むことができます。また、治ってきて会社
に出て来た場合は、復職となります。メンタルの疾患などで多いですが、再燃再発があって 1カ月ぐらいでまた休むと
なった場合、以前はここでリセットされていました。復職した段階で全部ゼロにリセットされるので、また 2年間休め
たのです。最近は再燃再発が多いので、この算定期間を合算します。半年以内に同じ病気でまた休み始めた場合は残り
の期間から引いていきます。例えば 1年 8カ月で会社に出てきて、1カ月しないうちにまた休み始めたら、残りの 4カ
月から引いていきます。途中で 2年分になってしまうと、休職期間満了となり、通常解雇となります。「申し訳ないが
貴方の病気は治らないので、働いてもらえる期待もないし、労働契約も結べないので、ルールに従って辞めてください」
と話します。もしくはご本人からの依願退職で、例えば「肺を悪くしたので空気の良い長野や岐阜に行きます」「一生
懸命治療してきたが、元々の環境を変えないといけないので辞めます」という人もいます。厳しいようですが会社は働
く所なのです。言い難いのですが、病院はリハビリや緊急時の対応をしてくれますが、会社はやはり病院に手配して送
るまではしますが、その後は個人の問題になります。その後でどのような治療を受け、どのような医師とどうなってい
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るのかは、知る由もないです。知ってはいけない領域です。一見冷たいようですが、会社は働く所ということをご理解
いただければと思います。
　次は中度軽度の話ですが、両立支援はここに入るだろうと思います。多くは健康診断で「いつの間にかこんなに太っ
てしまって、血圧がこんな上がってしまった」というようなケースです。そうなると主治医に相談して少し体重を減ら
して薬を飲み始めて改善していきます。その中で残業は駄目だとか、宿泊を伴った出張は禁止するといった就業制限を
仕事によってかけていきます。そして治療をしながら生活をサポートして疾病を改善し、健康に戻ってくれれば管理が
解除されます。もう１つは、病状がどんどん悪化してきているケースです。病気欠勤で休み、病気休職に入ると重度疾
病者のラインに入ってしまいます。何とか病気が悪化せず、改善の方に戻していきたいのというのが会社の希望です。
会社としても調子が悪い人をなんとか戦力に戻したいわけです。皆さんも体調が悪い時など少しモチベーションが下が
ると思いますが、体調がずっと悪いというのは自分の能力が 100%出せないということです。会社としては仕事のアウ
トプットを出してもらいたいわけですから、健康な状態で働いてもらうのがベストなので、本人の健康を改善すれば会
社の生産性も上がるという話です。このような感じで中等度のところに入ってくるのが両立支援ですから、最初から入
院や長期療養をしている場合は、両立支援の対象にならないと思います。働きながら治療をどうしていくかという部分
なので、ここに入ってくるだろうと思います。効果てき面で改善されて、がんがなくなって良かったねとなって欲しい
です。会社としても労働力の確保が重要なので、このような流れで管理しています。健康診断の結果から、1年間かけ
て産業医と看護師、保健師がフォローアップしているというのが健康管理の大きな柱です。

a-ru a-ru

　最後のスライドです。問題提起を書きました。両立支援において怖いのは、会社側にも主治医側にも、病気を持って
いる人が働くことでその病気が悪くなってしまうことです。これは絶対にNGです。もちろんそういうこともあるでしょ
うが、何のための両立支援なのか分からなくなってしまいます。治療する側も企業側も一緒になって情報交換し、専門
家である医師が 2人もいて結局悪くなっているというのは絶対にNGです。このようなことが多くなると制度自体を見
直さなければならなくなるかもしれないぐらいの大きなテーマだと思います。要は先ほど言った安全配慮義務です。ス
ライドで労働者の右側にある事業者と産業医の所に①と書いてあるところです。今まで企業では個人の病気情報はあま
り取らないし、知らないし、知りたくもないことでした。がんでどういう状態かは産業医が本人から聞き、だいぶステー
ジが進んで会社としても少し配慮が必要というケースについては産業医の指示に従いながら配慮します。しかし、例え
ば糖尿病や高血圧の場合、基本的に知れば知るほど会社として配慮しなければならなくなります。本人が主治医に言っ
て、主治医が治療の内容を全て事業者に渡し、産業医も共有します。今までは病院しか知らなかったのです。どのよう
な薬を出して治療して、手術をして、今の状態がどうか、合併症がどうかといった情報は病院しか知らなかったのです。
知っていたとしても、主治医から診断書をもらう産業医しか知りませんでした。今は本人の状態を会社も主治医も全員
が知っています。治療方法を全部入手して、事業者は産業医の医学的視点から働く配慮を決定して実施します。配慮し
た業務によって病気に影響があった場合、例えば心理的なストレスがあって結果的にがんに影響した場合などに、企業
や産業医の責任はあるのでしょうか。治療は一生懸命やっているが仕事の与え方が間違っているとか、身体は楽でもス
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トレスが掛かっているとか、本人が「得意です」と言っているならと仕事をさせたらがんが進行したという場合に会社
にも主治医にも責任があるのではないかと考えられます。これが今回のテーマの怖いところです。ましてや、亡くなっ
てしまったら裁判になります。そうなるとお互いに 2度と関わりたくないと思うようになります。良かれと思って行っ
ていることなので、主治医も産業医も事業主もきちんと考えないといけません。
　主治医には直接的には安全配慮義務はないですが、この制度では共同責任が生まれます。主治医は最初に仕事のこと
を報告書で指示を出しているのですから、自分は知らないとは言えません。残業はしてはいけないとか、こういう仕事
はどうだとか書いていて、何かあったら主治医だから知りませんというのは法律上駄目でしょう。臨床側と会社側とで
絶対に安全に対応しなければならないというのが現実としてあると思います。しかし、あまり制限しすぎると本人がど
んどんやる気を失ってしまいます。健康と仕事のバランスは、両立支援だけではなく、働かせ過ぎても良くないし、放っ
ておいても良くないし、どこでバランスを取るのかが重要だと思います。健康、モチベーション、仕事をどうバランス
取るのかについて、逆に臨床サイドからのサポートと一緒に考えることが非常に重要だと思います。臨床サイドには内
科や精神科の先生が大勢いれば良いのですが、産業医はあまりいません。眼科や皮膚科の先生は専門領域がありますが、
それでも産業医として考えてもらえれば良いのです。でもそれは建前です。基礎の学問として、例えば糖尿病で就業制
限を掛けようとした場合、眼帯カブラーを取って網膜がどうかということではなく、糖尿病そのものの話なわけです。
これは逆にサポーターの専門家がいますので、どうやってついていくかということになります。しかし、基本的には会
社はなかなか積極的ではないと思います。がんが消失し、後は定期的にリンパの検査等を何年後かにやっていくとなっ
ても、少なくとも 5年は元の仕事に戻したりせず、あまり負荷を掛けないようにします。つまり慎重な会社は、再発の
恐れがありますから、おそらく 5年間は残業禁止のままにします。残業は普通に働くよりもプラスαで働かせることな
ので、会社が負荷を掛けることになります。それが本当にがんの再発に影響したかどうかは分からないにしても、負荷
を掛けて再発の可能性が上がるよりは、安全に対応するということです。例えば営業等の仕事には出さないと思います。
「もう良いです、どんどん仕事してください」とは、なかなかならないと思います。ただ、活気付くのは本人ですから、「ま
た北海道勤務にさせてくれ」などと言います。それで何年か経って今度転移していて、背中が痛いからと診てみると開
けて肺がんだったということも実際にあったケースです。5年過ぎてある日突然背中が痛いと病院に行ったら、最初は
胃がんだったのに胃から肺に転移していたことが分かりました。彼は亡くなったわけではなく、元に戻ったのですが、
もう営業から外しました。完全に事務職になりました。ですから、最初はとてもモチベーションが下がりました。営業
が好きな人で、自分に合っていると思っている人から、人と会いながら売っていくという仕事を取り上げることになり
ますから。病気のためと本人も思っていますが、やはり出てくる影響が他にも影響します。ですから、主治医と産業医、
そして看護師や会社側の医療職や衛生管理者などとの定期的な連携が必ず必要になってくると思います。
　ご清聴ありがとうございました。
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